
2011年 12月 15日

税制調査会 口社会保障と税の一体改革調査会 合同総会 次第

於 衆議院第 2議員会館 民主党A会議室

17:30～

1.挨拶

2.社会保障と税の一体改革について地方団体と意見交換

御出席者

全国知事会地方税財政特別委員会委員長

全国市長会副会長

全国町村会副会長

石 井 隆 一 様

(富 山県知事 )

大 西 秀 人 様

(香川県高松市長 )

齋 藤 正 寧 様

(秋 田県井川町長 )

3.社会保障と税の一体改革について関係団体よリヒアリング

御出席者

日本医師会

副会長

常任理事

日本歯科医師会

会長

副会長

常務理事

日本歯科医師連盟会長

日本歯科医師連盟理事長

日本薬剤師会

会長

副会長

副会長

常務理事

日本薬剤師連盟幹事長

4。 その他

様

様

武

聡

義倉

村

横

今

様

様

様

様

様

男

弘

廣

正

大

満

一
忠

幹

保

村

川

木

村

久大

宮

柳

高

島

様

様

様

様

様

孝

郎

夫

平

郎

太泉

信

昌

利

玉

出

本
　
　
田

児

生

山

森

小



2011/12/15現在

合同会議における税制関係議論の日程感(案 )

椰 会議体 内容

12 月

15:30～ 16:00

税調。社保調査会

今後の進め方

16:00-18:15

団体ヒアリング(連合、経団連、日
商、日税連、商工会、中小企業団体
中央会、商店街連合会、全国不動
産政治連盟、全日本不動産政治連
盟、全国宅地建物取引業協会連合
会)

13 火 14:00- 税調・社保調査会 総 ,

14 水 14:00-16:00 税調・社保調査会
作業部会ヒアリング(所得・法人・資
産。経済・低所得者対策)

討 饉

15 木 17:30-19:00 税調・社保調査会
団体ヒアリング(地方3団体、医師
会、歯科医師会、薬剤師会)

寸即腱

16 金 14:Oll～ 税調・社保調査会
作業部会ヒアリング(課税適正化・個
別間接税)

酎 議

19 月

13:00～ 14:15

税調・社保調査会

作業部会ヒアリング (所得、地方 )

討餞

14:15-15:00 団体ヒアリング(経済同友会、」A全
中、農業会議所)

20 火 14:00～ 16:00 税調・社保調査会 討 議

21 水 15:00-17:00 税調・社保調査会 とりまとめに向けた議論
22 木 13:00～ 15:00 3 調・社保調査会

26 月

27 火

28 7K

年内を目途に「素案」をとりまとめ29 木

30 金
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平成 23年 12月

全 国 知 事 会



平成案        |;陣 0税一体改 |

この修正を前提として、今後、分科会も含めた「国と地方の協議の

場」において継続的かつ実質的な協議を行う必要がある。

・現行分を含めた、消費税の全税収

(国・地方)を、高齢者三経費を基本と

しつつ、「社会保障四経費Jにおける

国と地方の役害り分担に応じて配分を

イテう。

① 現行分の消費税 (国・地方)については、国・

地方の配分と地方分の基本的枠組みを維持。

② 弓|き上げ分の消費税収については、社会保

障四経費に則った範囲における国と地方の役

割分担に応じて配分を行う。

地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像

及び費用推計を総合的に整理した上で、地方単

独事業に関して、必要な安定財源が確保できる

よう、地方消費税の充実等の地方税制の改革な

どを行う。

」塑量塑塵圭業で提供されているサー

ビスについては、独自に財源が確保

できるよう、地方自治体の課税自主権

の拡大・発揮について検討。



【地
方
税
関
係
】

昭和63年
(消費税創設前 )

個 別間接税

・料理飲食等消費税

“

621億円)

・娯楽施設利用税 (1288億 ゆ

電気税

“

530億 円)

ガス税 (o3億 円)

木材引取税 (M億円)等

・所得税
・法人税
・酒税
の32%が対象税目

昭和63年の抜本的改革
(消費税創設)に 位リヒ円)

料理せ飲食等消費税、娯楽施設利用税の縮小

電気税 ガス税 木材弓取税の廃 止 等

消費譲与税の創設

(消 費税収の20%)      1 1

行の地方消費税の税率及び国の消費税に係る地方交付税の法定率については、昭和63年の抜本的改革の
に実施された料理飲食等消費税や電気税をはじめとする地方の個別間接税の整理、平成6年の税制改革の
に実施された個人住民税や所得税の減税等によって生じた地方税や地方交付税の減収の身替わりとして、
方税財源を確保する観点から、その水準が決定された経緯がある。

平成 6年の税制改革
(地方消費税創設・消費税率引上げ)

1藍萱[歪IIIII
:個人住民税の減税      :

i(税率適用区分の見直 し等)△  1 0:

【地
方
交
付
税
関
係
】

※この他個人住民税等の減税により△



社会保障関係費の現状 (平成22年度)

(単位 :兆円)

国費を伴う事業

地方単独
事業 c

地 方

負担計 b+c

国 :地方

比率

(a:b+C)

国費

a

地方費

b

基礎年金 99 0.7 0.7

「高齢者3経費」後期高齢者医療 4.5 2.2 0.0 2.2

介護 2.2 2.1 0.7 2.8

小計①(高齢者3経費) 16.6 5.0 0。フ 5。 7
国:地方 =3:1

(74.4%:25.6%}

その他年金 (恩給等 ) 1.4 0.0 0,0 0.0

「社会保障4分野」医療 5.1 1.5 27 4.2

子ども 日子育て 2.4 1.9 1.7 3.6

小 計② (社会保障4分野) 25。 5 8.4 5。 1 13.5
国:地方 =2:1

{65.4%:34.6%}

障害者福祉等 2.4 1.1 1,1 2.2 「関係経費全体」

合計 (関係経費全体) 27.8 9.5 6.2 15,7
国:地方=3:2

163.9%:36,1%)

(注 )国費及び地方負担額は総務省の資料による。また、国費を伴う事業はH22当 初予算ベース、地方単独事業はH22決算ベースの数値。



国と地方が一体として提供する社会保障サービス

項 目 補助事業 地方単独事業

予防接種 予防接種による健康被害 (国 1/2) 予防接種自体 (インフルエンザ等)【 1,110億円】

がん検診 子宮頸がん、乳がん (国 1/2) 胃がん、肺がん、大腸がん等【970億円】

保健所経費 肝炎検査、HI∨検査等特定業務 (国 1/2) 一般的保健所経費【2,630億 円】

母子・手L幼児 母子手帳・乳幼児家庭全戸訪間、妊婦健診 (9回分)(国 1/2) 妊婦健診(5回分)・ 乳幼児健診【850億円】

児童福祉 子ども手当 (国定率負担 )、 児童扶養手当 (国 1/3) 児童相談所【350億円】、乳幼児医療費【2,400億 円】

保育所経費 私立認可保育所 (1/2) 公立認可保育所、認可外保育所、保育料軽減【9,700億円】

老人福祉施設 特養、老人保健施設の入居費用 (介護保険施設)

(保険料50%、 国20%) 養護老人ホーム、軽費老人ホーム等【800億 円】

障害者医療 臭轟轟麿ξ彗屏護貫目1長野費を自
己負担

その他障害者医療費【2,150億 円】

生活保護 生活保護扶助 (国3/4) 福祉事務所 (ケースワーカー等)【 750億 円】

国民健康保険 国・地方の定率負担(保険料50%と国430/0) 保険料軽減【3,670億 円】

注 :地方単独事業の金額は、総務省調査による。
4



平成23年 11月 9日 政府税制調査会提出資料

〈
〓 革」の今 の議論

1「社会保障給付の全体像」の提示

○ 高齢者三経費や社会保障四経費に限定せず、社会保障の総合化を見据え、障害者施策や就労
支援等を含めた社会保障の全体像をまずは提示すべき。

<平成23年 9月 13日 第178回 国会における野田総理所信表明演説>
'社会保障制度については、「全世代対応型」へと転換し、世代間の公平性を実感できるものにしなければなりません。
・ 若者、女性、高齢者、障害者の就業率の向上を図り、意欲ある全ての人が働くことができる「全員参加型社会」の実現
を進めるとともに、貧困の連鎖に陥る者が生まれないよう確かな安全網を張らなければなりません。

2 地方単独事業についての財源措置

早当尋lξI?ζ畜重島ス≡1111111_輩_給

付であることを前提{ミヱ≧
デ
ユ=に係る人件

|(例 )保育所保育士 :約 88,700人 、保健師・助産師 :約351500人 、ケースワーカー :約21,700人 、児童福祉司 :約2,600人  |

○ 法令等により義務づけられた事業はもとより、乳幼児医療費助成や障害者医療費助成のように
住民の声を踏まえて全国的に展開されている事業も対象とすべき。
手L幼児医療助成…全都道府県において実施

<少子化対策基本法>
第16条 国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の経済的負担の軽減を図るため、児童手当、奨学

事業及び子どもの医療に係る 制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする

障害者医療助成…全都道府県において実施

<障害者基本法>
第12条第3項 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢及び障害の状態に応じ、医療、介護、生活支援
その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。



平成23年 11月 10日 総務省発表資料

地方単独事業 (平成 22年度決算)調査結果

(単位 :億 円)

項  目 IIn tイ当 手ロ
Jtじ ノ」 F■ Iニ

都道府県 市区町村

1総合福祉 2,142 499 17643

2医療 26,978 7,513 ■
１ 91465

3介護・高齢者福祉 7,088 956 6,132
4子ども・子育て ¬7,200 3,383 131817

5障害者福祉 5,833 2,556 3,277
6就労促進 588 341 247
7貧困・格差対策 2,381 237 2,

■

‥ 44

合  計 62,210 15,485 46,725

注1 金額は一般財源ベースである。

注2調査対象団体は、全都道府県及び被災三県の特定被災地方公共団体(95市町村)を除く全市町村・特月1区である。

注3調査対象外団体分(95市町村分)は 、人口比(381%)に応じて機械的に算出し、計上している。

注4早L幼児医療費助成(義務教育就学後分)、 敬老祝金等敬老事業、職員分の子ども手当、本庁人件費、投資的経費、貸付金・積立金、公害関
係、環境衛生関係、災害救助関係、厚生労働省が集計・公表している「社会保障給付費」(平成22年度予算)に計上されている事業は除外c

注5本調査結果は、平成22年度決算統計の民生費(災害救助費を除く。)、 衛生費(清掃費を除〈c)、 労働費、教育費のうち、地方公共団体から、
上記の項目に該当するものとして報告があつた金額を、総務省において集計したものである。                      6



平成23年12月 8日 国と地方の協議の場
・税一体改革分科会 厚生労働省

[III亜碑 墾警 難 III二手― ―
―
―

(うち 『 ― 保 障 」 分 野 に 属 き な い も の )

出 産 祝 い 金 、 準 要 保 護 児 童 生 徒 援 助 ・ 給 食 援 助 、 通 学 バ ス 運 行 事 業 資 、 勤 労 者 住 宅 資 金 貸 付 預 託 金

:「 社 会 保 障 」 分 野 に 属 す る も の  |_
ヽ● ‐ ●● ■ ●,● ● ● ● ●

`‐
■ ●● ● ● ■ ‐‐ _●  ‐ _‐ ●  . 

・ ・
 ´  

・ ・
● ●● ●● ● ● ●■―・

  
・ ・

 !

(うち 「 給 付 Jに 該 当 しな い も の )

国 民 健 康 保 険・ 後 期 高 齢 者 医 療 ・ 介 護 保 険 に係 る 事務 責 、
公 立 病 院 ・ 診 療 所 等 の 保 険 収 入 外 の 繰 入 、 保 健 所 、 保 健 セ ン タ ー 、 各 種 団 体 補 助  等

「 給 付 」 に 該 当 す る も の

社 会 保 障 4分 野 以 外 (年金 、 医 猥 、 介 護 、 子 ど も o子薔 て 〕

強
↑
　
法
令

上

の
規
定
　
↓
弱

あ
り

~薫
¬ 民 生 委 員 活 動 費  等

老 人 ク ラブ 活 動費
等

ホ ーム レス 自立 支 援
雲

妊産 婦 健康 診査              等

後 期 高 齢 者保 健 健 康課 薄 )、 医療 安 全 支援  等

老 人 日常 生 活 用 具 ・ 介 護 用 品 等 支 給 、
重 幼 稚 園 の 運 営 費            等

[雛 :|

な し 障害 者 施 設利 用 者
負 担 軽 減     等

保 育 所 総 立・私立)の職 員 加 配 ・ 人 件 費 の 上 乗 せ ・

保 育 料 軽 減 、

寧L幼児 医 療 費 助 成 、 介 護 サ ー ビス 利 用 者 負 担 助 成 、
国 民 健 康 保 険 の 一 般 会 計 繰 入 れ 、
子 ど も に 対 す る 現 金 給 付           等

※ これ らの 事 業 に は 、 交 付 税 措 置等 が な され て い る もの が 含 まれ て い る 。 (例 :妊産 婦健 康 診 査 )

厚生労働省社会保障改革推進本部の検討状況について(中間報告)【抜粋】

・社会保障給付費としては、今後、lLO基準に則り、「法令に基づき事業の実施が義務づけられる個人に帰属する

給付」を対象とし、その際には財源構成に関わりなく把握する。
7



地方単独事業の整理にあたって

○ 社会保障・税一体改革は、社会保障の機能強化とともに、国・地方を通じた安定的な社会保障財源を確保するもの
であり、国と地方が協力して推進すべき改革である。
Oこの改革を、国と地方が一体となって着実に推進していくためには、社会保障における地方が果たしている役割に
ついて、国と地方の真摯な協議により、認識を共有しておく必要がある。

○ 今後、地方単独事業を含めた社会保障の全体像及び費用推計の総合的な整理を行うにあたり、以下の点を十分
考慮することを求める。

1 現物サービスの提供を担う地方自治体の役割を踏まえ、住民の視点に立って、現実に合理的なニーズがあるか否
かに基づいて協議を行うこと。
その際、国制度との関連度合いや、統計上の形式的な整理ではなく、社会保障サービスを総合的に判断すること。

2具体的には、次のような住民ニーズの強い社会保障サービスとなっている地方単独事業については、税収
配分の基礎に含めること。

○地方が担う住民に対する現物サービスそのものである保健師、保育士、児童福祉司等のマンパワーに係る人件費

○予防接種、各種健診・検診などの予防医療や、高齢者の措置費、日常生活支援などの介護予防、幼児教育・保育など、
医療や介護、少子化施策の一環として一体的に評価すべきもの

O地域の住民ニーズに対応するため実施せざるを得ない乳幼児・障害児 (者 )医療費助成や保育料の負担軽減、高齢者
や低所得者が多いなど構造的な問題を抱えている国民健康保険の保険料軽減、地方公営企業法が想定している地域
医療維持のための公立病院に対する負担など、法令等により義務付けられているものや住民生活に必要なものとして
全国的に実施しているもの

3これら地方が社会保障において果たしている大きな役割を踏まえ、地方単独事業を含めて社会保障サービスを持続
的に提供できるよう、偏在性の小さい地方消費税の充実など安定的な財源確保を図ること。

リヽ

〈
〓

科分

件
暉
い
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地方単独事業の総合的な整理についての論点

厚生労働省の分析によると、「医療」、「介護」、「子ども・子育て」に該
当する事業は、総額で3.8り L円禾早庫

総務省が11月 10日 に公表した「地方単独事業に関する調査結果」
において「医療」、「介護・高齢者福祉」、「子ども,子育て」に該当するも
のとして報告があった事業は5.1兆円程麿

①「社会保障四分野」(「年金、医療、介護、少子化に対処するための施策」)に該当するかどうか

・ 国・地方ともにあくまでも「成案」における「年金、医療、介護、少子
化に対処するための施策」は限定的に解すべき
(この場合、例えば医療では、医療保険制度などによる医療の給付
に要する費用、介護では、介護保険制度による介護給付に要する
費用が対象となり、介護以外の高齢者福祉などは対象外 )

医療や介護、少子化施策の一環として一体的に評価すべきもの
は、「四分野」の範囲内と整理すべき
(こ の場合、例えば、医療では、予防接種・がん検診など、介護で
は、養護老人ホーム・介護予防など、少子化では、幼児教育などが
対象 )

②「給付」に該当するかどうか

国が制度として行っている社会保障については、人件費などの事務
費や管理費は「社会保障給付費」に含んでおらず、「成案」にある
「全て国民に還元し、官の肥大化には使わない」との観点から事務
費や人件費などが含まれていないか、受益が直接個人に帰属して
いるか精査が必要

保健師、保育士、児童福祉司等が提供する社会保障サービスは住
民に対する現物サービスそのものであることから、これらのサービ
ス提供に直接従事する職員等の人件費は「官の肥大化」には該当
するものではなく、また、受益が国民に帰属するものは「社会保障
給付」と整理すべき

③「制度として確立された」ものであるかどうか

・極力客観的な基準を用いて整理すべきであり、法令上の義務規定
の有無もそうした基準の候補の一つ

・全国的に実施されているかどうか、地域偏在があるかどうかも重要
な基準

法令上の規定があるかどうかだけではなく、納税者の立場に立っ
て、必要なサービスとして広く実施されているものは「制度として確
立された」ものと整理すべき
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地方公共団体は国を上回る不断の行革努力を実施

〔日 〕

O定員削減(H12～ H22)△ 4万人(△37%)
→ 定員削減による効果額

.600億円/年8,500千円/人 =△3△41,940人 X          
△3,600億円/年

月b撃まポヵ、成立した場合、※国家公務員給与の臨時特例法(平均△78後
6.500億円/年→  合 計  ,△2,900億円/年

レ

方
i尻燒〔懲婦罫野il『錆 眈 篤 型 11兆4800翻 /年〕

―
１
１
１
１
＋
―
―
―
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
〓
―
―
十
１
１
１
１
１

※人件費単価は「国家公務員給与についてJ(20095財務省主計局資料)による。地方公務員単価について、便宜上国家公務員単価を使用。
※国家公務員数は、「国家公務員の定員について」(H20年度までは[定員管理法制別定員J)で年度末定員。H13年度以降の独立行政法人等への振替分を考慮。
地方公務員数は、1地方公務員定員管理調査」で4月 1日 現在の職員数。
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_」___曇七轟奪=

H13      H14      H15      H16      H17      H18      H19      H20

〔地方 〕

0定員削減(H12～ H22)△ 39万人(△ 12296)
→ 定員削減による効果額

△390,422人 X8,500千 円/人 =△ 3兆3,000億 円/年
0給与構造改革による人件費削減効果額 △6.000億円/年
○独自給与カットによる給与削減額 △2,200億 円/年
○市町村合併に伴う特別職、議員数の減による効果額 △1.200億円/年

合 計  △4兆2.000億円/年

―――詠 _ヽ_1零乙__」軍L___.ュ濃

320万人→281万人

983
‐ ヽ 一 _

973

H12

(20∞年 )

H21     H,,
(2010年 )



国と地方の一般歳出額の推移

●20∞年からの11年間に、国の一般歳出は91兆円増加 (+189%)しているが、地方の一般歳出は72兆減少
(△97%)している。

国の一般歳出 2000年 (平成12年)481兆円→ 20H年 (平成23年)572兆円 +91兆 円(+189%)
地方一般歳出     ″   740兆 円 →   ″    668兆 円 △72兆円(△ 97%)

(単位 :%)
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(481兆円)

1005

lKXl
聟9_´ -0翌 f 98
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200o年 2∞ 1年 2002年 20034「 2004年 20051「 2006年 2007年 2∞8年 2009年 20104「    20114「

2000年度を100とした

場合の累積伸び率

+91兆円

く740メヒF]〉   991

897
く668りじF9〉

国の一般歳出は「三位一体の改革」の国庫補助負担金改革3

※「三位一体の改革」の国庫補助負担金改革49兆 円から、

1兆円 (※ )が実施されなかつた場合を想定したもの。

スリム化1兆円分と交付金化08兆 円分を除いたもの。
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地方単独事業の役割
平成23年 12月 8日

国と地方の協議の場

社会保障。税―体改革分科会

地方六団体提出資料

国基準では高止まりする負担を軽減

国民健康保険料の負担軽減は、被保険者に占める無職者、高齢者の増加等の構造的な問題により、他の
保険と比べて高止まりする保険料を適正水準とするために実施。
保育料軽減や乳幼児医療費助成は、子育て世代の経済的負担を軽減。乳幼児医療費助成は、高齢者医療
費の負担割合 (1割 )とのバランスも考慮。就学前の助成は全国的に実施されている。
障害児 (者 )医療費助成は、通常に比べて高水準の医療費につき、障害児 (者 )の世帯の負担軽減のため実
施。J止り親家庭への医療費助成も、経済状況にかんがみ、実施。

          など

通常の保育所運営 (公立、私立)に加え、待機児童解消のため、認可外保育所に対する助成を実施。また、
共稼ぎ世帯等のライフスタイルの変化に対応し、補助基準を超える病児保育、延長保育、休日保育などを実
施。
産前産後で一貫した母子健康管理のため、妊婦検診について国庫補助事業(9回分)と一体として単独事業
(5回分)を行うとともに、産後についても、母子全戸訪間 (国庫補助事業)とあわせて乳幼児健診、子どもの
ための歯科保健指導などを実施。
救急医療、周産期医療、小児医療やへき地医療、地域医療の確保等、採算に見合わない医療の確保のた
めの地方単独事業を実施。

など

3

0国 庫補助事業と一体として提供され、また、その不完全性を補完して、国民に社会保障サービスを
提供する地方単独事業は、社会保障給付の全体像に含まれる。

oメルクマール(基準)としては、①法令等に基づき地方が実施するべき事業、②全国的に普及口実施
されており、事実上制度化している事業については、「制度として確立された」地方単独事業として
整理されるべき。

ニーズに応じたきめ細かな社会保障サービスを提供 (上乗せ口横出しを含む)
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分野を超えた総合的な社会保障サービスを実施

・ インフルエンザ等、予防接種を定期的に行い、また、特定検診等の健康診査など予防医療を徹底して行うこ
とによって、結果として医療費を抑制。
ジョブカフェや職業訓練などの就労支援を生活支援と一体で提供し、結果として生活保護世帯から安定就労
に結びつけることによって結果として生活保護費を抑制。
厚生労働白書においても、予防と医療、就労と医療という社会保障の総合化による医療費の抑制効果につ
いて明記 (平成19年度)。

※ 先駆け的な地方単独事業が国の制度につながった例

・ 難病医療費助成(特定疾患治療研究事業)は、地方単独事業としての実施が国の予算事業につながつた例。
しかしながら、都道府県の交付率は22年度で497%にとどまり、全国の超過負担は300億 円程度まで拡大。

以上のように、国制度の不完全性を補完し、社会保障サービスを国民に提供している地方
単独事業については、「制度として確立された」社会保障給付の対象とすべき。
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地方が提供する社会保障サービス

(保健師 )

◆ 予防接種や乳幼児健診・集団検診、乳幼児家庭への訪間、高齢者への健康教室開催や運動指導等、直接
的な社会保障サービスを提供。(直接的なサービスが勤務時間の概ね7割に上る。)0 児童虐待の担当保健師は、担当家庭訪間、相談、関係機関との連携支援等の社会保障サービスが勤務時
間の概ね9割に上る。精神障害者福祉に関連する対応は24時間体制、児童虐待については48時間以内の
対応等、緊急的な対応にも従事。

・ これらの事務は、母子保健法、健康増進法、児童福祉法、予防接種法、精神障害者福祉に関する法律、児
童虐待防止法等、幅広く法令によって要請されている。

ヽ
―
―
―
ノ

△
ム

科分
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国

社

地

√
―
―
―
―
ヽ

5

Ｏ
　
Ｏ

社会保障は、国・地方が負担する現金給付だけで成り立っているわけではなく、地方が提供する社
会保障サービスとしての地方単独事業が、社会保障の総合化を実現。
地方が提供する社会保障サービスを支えるのは、現場のマンパワー。
保育士、保健師、児童福祉司、ケースワーカー等の人件費を「官の肥大化」にあたるとして社会保
障の費用推計から除こうとするのは、実態から外れた一面的で不適切な考え。

保健師等の勤務実態は、「国民に還元される」まさに社会保障サービスそのもの。
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ヽ(ケースワーカー )

・ ケースワーカー業務のほとんどは、担当世帯への訪問 (生活実態の確認、医療機関への病状確認、定期及
び随時の家庭訪問等)及び各種相談対応の社会保障サービス。

・ 福祉事務所における事務も、担当世帯の保護費に係る関連業務 (保護費算定、年金等の受給資格調査など、
各種調査 )。

0 ハローワークヘの同行や求人情報の提供、児童相談所等と連携した虐待被害者支援、学校と連携した進学
支援や不登校対応等、障害者、児童、高齢者に対する支援業務を第一線で担当。O 勤務時間の概ね9割は、訪問や各種調査などの社会保障サービスに従事。

(児童福祉 司 )

0 児童虐待が増加、複雑化する中、児童虐待防止対策、要保護児童の保護措置、児童相談所、一時保護所
の運営等を実施。担当世帯訪間、通告、相談等の直接支援業務、情報収集や他の関係機関との連携調整
をあわせれば、勤務時間の9割超が直接的な社会保障サービス。

。 国基準等 (300件 )を大きく上回る児童福祉司一人あたり500件程度の相談、訪間件数を抱える事例あり。

6



各保険者の比較
平成23年 12月 8日 国と地方の協議の場
社会保障・税一体改革分科会 地方六団体提出資料

保険者数
(平成22年3月 末 )

1 723 1 1,473 83 ワ
′

′
，

加入者数
(平成22年3月 末 )

3,566万 人

(2,033万 世帯 )

3,483万 人

被保険者1,952万 人

被扶養者1.531万 人

2,995万 人

被保険者1,572万 人

被扶養者1,423万 人

912万 人

被保険者447万 人

被扶養者465万 人

1,389万 人

加入者平均年齢
(平成21年度)

65～ 74歳の割合

49 5歳 36 2歳 339歳 33 4歳 81 9歳
31. 4%

(平成21年度)

4 8%
(平成21年度速報値 )

2. 6%

隻翌盛21黎鷹華叡値1_

2 6%
(医療費の動向)

3 2%
(H21年幸風)

刀J八有一人当た り医療
費 (平成21年 度)(※ 1)

29.0万 円 可5 2万 円 司3 0万 円 ¬3 5万 円 88  2万 円

加入者一人当た り
平均所得 (※ 2)

___⊆重a年度)___…

加入者一人当たり

平均保険料
(平 成21年度)(※ 4)

く事業主負担込〉

保険料負担率 (※D

91万 円

―世帯あたり

158万 円

139万 円

―世帯あたり (※ 3)

245万 円

コ95万 円

―世帯当たり (※ 3)

370万円

236万 円

―世帯当たり (※ 3)

479万 円

80万円

(平成22年度 )

8 3万 円

―世帯あたり

14 7万円

8 6万 円 〈171万円〉

被保険者一人あたり

15 2フ5F月  く30 3フ5Fl〉

9 0万 円 く200万円〉

被保険者一人あたリ

169万 円 く376万 円〉

11 0万 円く220万 円〉

被保険者一人あたり

224万円 く448万円〉

6 3万 円

9 ¶96 6 2% 4. 6% 4 7% 7 9%
公費負担

(定率分のみ )

給付費等の 50% 給付費等の 16 4%
(※ 6)

財政窮迫組合に対する

定額補助
な し

給付費等の約 50%
公費負担額峡 7)

(平成23年度予算へ―゙ス)

3兆 4,4¬ ¬億円 1兆 1,108億 円 18億円
5兆 8,006億 円

※

※
千組合fま審査支払機関における審春分の医療費 (療養費等を含まない)である。
す。
)繰越控除額Jと「分離譲渡所得金額Jを くわえたもの。市町村国保は「国民健康保険実態調査 J、 後

:準報酬総額を加入者数で割ったもの)から給与所得控除に相当する額を除いた参考値である。

加入者一人当たり保険料額は、市町村国保 後期高齢者医療制度は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計.保険料額に介護分は含まない。
保険料負担率は、加入者一人当たり平均保険料を加入者一人当たり平均所得で除した額。

(※ 3)

(※ 4)

(※ 5)

(※ 6)

(※ 7)

平成22年度予算における22年6月 までの協会けんぼの国庫補助率は、後期高齢者支援金に係る分を除き、130%。
介護納付金、特定橙診・特定保健指導等に対する負担金 ネ甫助金は含まれていない。 平成23年 12月 5日 社会保障審議会医療保険部会

厚生労働省提出資料



消費税・地方消費税の国・地方配分関係

○

○

地方消費税は消費税の 2

'肖

費税029. 50/oは、

5%(税 率にして 1%相当)。

地方交付税の原資とされている。

12. 2兆円 (5%) ※平成21年度 決算額

′
Ｉ

ヽ

※ 地方消費税の 1/2は
人口と従業者数に応 じて
市町村に交付

5日 3 JL円

(2.18%相当)

【43. 60/6】
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社会保障制度改革 と地方の役割

全 国 知 事 会

|(注 )こ の資料は、平成 23年 4月 7日 に開催された「集中検討会議への準備作業会合」に提出した資料 |

|   に、それ以降全国知事会が公表した見解を加筆 (□ で表記)し たものです。          |
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社会保障制度改革 と地方の役割に関す る基本的な考 え方

少子高齢化が急速に進行 し社会保障関係費が増加の一途をたどる中、年金未納問題に象徴されるように社会保障制度
に対する国民の信頼は大きく揺らいでいる。

このため、次の 5原則に基づく改革を進めることにより、持続可能で国民から信頼される社会保障制度を確立 しなけ
ればならない。

全国知事会としても、この改革に積極的に参画 していく考えである。

1 国民参加による相互扶助の基本に立ち返る
国民一人ひとりの自助 。自立を前提としつつ、社会保障制度はあくまでこれを補完する相互扶助の仕組みという基

本に立ち返るべきである。そのためにも受益と負担の関係を明らかにし、国民にわか りやす く透明性の高い仕組みに
改めるべきである。

2新 しい公共を活かし共助社会をつくる
増大・多様化する社会保障の需要はもはや行政だけでは担いきれない。NPOや ボランティアなど「新しい公共」

を担う様々な主体が活躍する共助社会づくりを進めるべきである。

3元 気に活躍できる高齢社会をつ くる
65歳以上を高齢者と定義 した昭和 31年当時に比べ平均寿命は男性で約 16年、女性で約 19年 も延びており、多く

の高齢者は働きたい、社会貢献 したいと望んでいる。経験豊かな高齢者が社会の重要な構成員として、いきいきと働
き活躍できる社会を実現 しなければならない。

このため、雇用や年金を含め制度を見直すことにより元気な高齢者の就労を促進 し、支える側の層を厚 くすること
も必要である。

4多 様な働 き方が可能な社会をつ くる
正規 ,非正規雇用の如何を問わず、同一労働・同一賃金の考え方に立って、高齢者や女性を含め個人のライフステ

ージに応じた多様な働き方を可能にするような制度改革と支援の仕組みづくりを急ぐべきである。

5国 と地方は役割分担 しつつ協力する
全国一律の現金給付は国が行い、保育や介護予防のようなサービス給付は地域の実情に応じ地方が創意工夫により

実施すべきである。
少子高齢化が進む中、対人サービス給付を担う地方の役割は益々大きくなる。特に住民に身近な市町村の役割は重

要である。都道府県もこの広域調整と支援に当たらなければならない。
国と地方はこのような役割分担の下で、互いに協力し持続可能な社会保障制度の確立を目指さなければならない。



1.年金制度の課題と今後の方向性

○ 現行の年金制度は、今後、高齢化の進展で給付額の増大が予想される中でも、保険料と税財源の組み合わせにより、安定的な運営
が図りやすいとともに、個人の自助・自律を基本とする我が国の社会のあり方に副1染むものと考えられる。

○基礎年金について、税方式への移行を図る場合、 長い移行期間と巨額の税財源が必要となるとともに、過去の保険料納付実績の
取扱いなどで、公平性の確保が困難と考えられる。

○ このため、現行方式を前提としつつ、現行制度の課題への実効性ある対応を図ることが肝要。

(※ 将来的には、税方式への移行を検討すべきとの一部意見あり)

②未納問題について、実効性ある対策を講ずるベーき
―‐

○保険料の未納問題は、国民皆年金の理念を脅かす大きな問題。(国 民年金の納付率は60.00/o、 未納者約320万人 (H21))

○今後、「社会保障・税に関わる番号制度」も活用し、未納者の属性に応じ、低所得者には免除制度の積極的な利用促進、高所得者等
への強制徴収の徹底などの対策の強化が重要。

○また、雇用形態が多様化する中で、国民年金の加入者の約3割は非正規労働者であり、保険料負担が困難な場合がある。
こうした課題に対応するため、非正規労働者の厚生年金への適用拡大を図ることが重要。

③無年金・低年金の防止のため、1基礎
1年
金の最低保障機能を強化すべき

○現役時代の保険料納付が困難な場合には、老後の低年金・無年金を招き、現状では、生活保護受給世帯の約半数が高齢世帯で
あるなど、社会保障制度全体に及ぼす影響が大きい。

〇将来の無年金等の発生予防の観点から、基礎年金の最低保障機能の強化が必要であり、最低保障額の設定、受給資格期間 (現行
25年間)の短縮、保険料納付期間 (現行2年間)の弾力化等の措置を検討すべきである。
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2.医療保険制度の課題と今後の方向性

①現行の後期高齢者医療制度‐は維持し
=‐

安定的な運営に努めるべき
―     ‐

○ 昨年末、厚生労働省の高齢者医療制度改革会議において、後期高齢者医療制度を廃止し、地域保険を国民健康保険制度に一
本化した上で、75歳以上を国保と被用者保険に戻す改革案の提言がなされた。

○ 現行制度は、高齢者の受益と負担の明確化や保険料負担の公平化を図つたものであるとともに、施行から3年半を経過し定着し
らヾ、安定的な運営に努めるベ

○ 国民健康保険制度は、主に自営業者等の加入を想定して創設されたものの、産業構造の変化や雇用の流動化により、現在は、
非正規労働者などの低所得者層や、無職者等が多く加入する制度となっており、構造的な問題を抱え、一般会計からの多額の
法定外繰入を要するなど、保険財政は恒常的に逼迫している。

国民健康保険制度の安定的な運営が確保されなければ、国の国民皆保険制度の維持は困難であり、国は、国費の拡充等により、
財政責任を果たすべきである。

世帯主が晨林水産業 自営業の割合

世帯主が無職者 (年金生活者含む)の 割合 396%

・財政の状況(平成21年度)

【市町村国保の状況】

③持続可能な制度が構築されるならば、都1道府県も積極的に責任を担う覚悟
国民健康保険制度の構造的な問題に対する抜本的な解決が図られ、持続可能な制度が構築されるならば、都道府県としても積極的
に責任を担う覚悟はある。

しかしながら、厚生労働省と全国知事会など地方3団体との協議では、市町村国保が5,400億円の法定外繰入と繰上充用を行うなど
厳しい財政運営を余儀なくされている状況に対し、国保の基盤強化策を「低所得者対策2,200億円」に限定し、その効果も検証されて
おらず、持続可能な制度の構築に向けた具体的なイメージが全く見えない。

真に持続可能な制度とするためには、将来推計を明らかにした上で、公費投入を含め、あらゆる方策について検討を行うべきである。
(※ 将来的には、医療保険制度の全国レベルでの一元化を目指すべきとの意見あり)
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④医療提供体制の整備拡充を図るべき
○医師・看護師をはじめとする医療従事者数が限られる中、

①医療機関等(急性期病床―亜急性期・回復期病床―慢性期病床―診療所・訪問看護ステーション等)の機能分担と連携強化、
②地域偏在と診療科間の偏在の解消、
等を図り、いずれの地域においても、地域住民への必要な医療提供体制の整備が必要である。

O医療ニーズを考慮し、計画的な医師・看護師等の養成・確保を図る必要がある。

○また、保健所や市町村保健センター等が実施する健康増進の取組を拡充する必要がある。

○医療費の負担軽減措置としては、健康保険法に基づく高額療養費制度の他、対象者や給付内容、根拠規定等を異にする様々な
公費負担医療制度が存在し、複雑な体系となっており、結果として不公平な仕組みとなっている。これまで各制度が果たしてきた
役割を十分踏まえ、公平性の観点などから、見直しの検討が必要である。
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3.介護保険制度の課題と今後の方向性

①介護予防や自立した生活のためのサTビスを大幅に拡充すべき

○今後、高齢者が増加する中で、一人でも多くの高齢者が介護を要する状態にならないよう、介護予防の一層の取り組みが必要で
ある。

○単身・高齢者のみの世帯など地域で孤立するおそれのある高齢者にとっては、介護保険サービス (予防給付)のみならず、酉己食
や見守りといった日々の生活を支えるサービス (地域支援事業)が必要である。こうしたサービスを充実することによって、
自宅での生活の継続が可能となる。

○介護給付費の適正化を図るためにも、介護予防や自立した生活のためのサービスを大幅に拡充する必要がある。

要介護認定者数                   介護費用  (単位 :兆円)  介護予防事業           (単 位 :百万円)

区分 H12 H22

高齢者数 21,654,769 28,945,267

要介護認定者 2.181,621 4,870,217

認定率 101% 168%

H12 H22

79

区分 H18 H20

介護保険総支出額 5,986.067 6,581.177

介護予防事業費 21,982 50,802

割 合 04% 08%
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② 中・長期的に安定した介護分野における人材確保策を拡1充すべき
○高齢化の進展に伴う介護を必要とする高齢者の増加が見込まれることから、介護サービスを担う人材を確保し、その定着促進を

図ることが急務となつている。

○介護分野における質・量両面にわたる人材確保を図るため、他業種との賃金格差の是正や資格取得を進め、介護分野を専門性
に基づく産業に成長させていくことが重要。

□平成21年度介護報酬改定及び介護職員処遇改善交付金の効果と課題を十分検証した上で、平成24年度介護報酬改定に当たつて
は、報酬改定による恒久的な処遇改善策を講じるべきである。

金 の

区 分 H21年6月 H22年6月 増 加 額

平均給与額 241,520 250,680 15,160

(出典 :厚生労働省「介護従事者処遇状況等調査」)

[有効求人倍率の動向]

区 分 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

介護分野 114倍 147倍 174倍 210倍 220倍 138倍

全 産 業 086倍 098倍 1061吉 1021吉 077倍 0451自

③保険料と公費の負担の在り方の見'直しにつ―いて検‐討すベーき
○高齢化の進展に伴う要介護認定者及び介護サービス利用者の増加への対応や、特養待機者 (約42万人)の解消のためには、

更なる施設整備や在宅サービスの拡充などの基盤整備が必要であるが、一方で、これに伴う保険料の上昇傾向が顕著となつて
いる。

01平来にわたり安定した制度となるよう、真に必要なサービスの確保、充実を図るとともに、給付費の増加に伴う保険料の上昇が
国民に理解が得られる範囲内に抑制することも重要である。このため、保険料と公費 (国・地方)の在り方の見直しを検討すること
が必要である。併せて、要介護の度合いに応じた給付の重点化など、サービス給付のあり方についても検討すべきである。

[第 1号保険料の推移 ] [75歳以上の高齢者 (基礎年金収入のみ)の 負担のイメージ]

区 分 H¬ 2～ H14 H¬ 5～ H17 H18～ H20 H21～ H23

全  国 4.000

※ H24～ 26には、5,000円 を超える見込みである

基礎年金① 保 険 料 ② 本人負担 ③ 負 担 率

(②‖Э)/①介護保険 後期高齢者医療 介護保険 後期高齢者医療

66000
2.430 12960

233%
2,080 9,670 3,290

※保険料は全国平均(介護5害1軽減、医療9割軽減 後)

※本人負担は、1人当たり居宅サービス費用額 (要介護度2のケース)、 後期高齢者入院外医療費を基に推計
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4.子ども口子育て支援制度の課題と今後の方向性

①

○子ども関係経費は「コスト」ではなく「未来への投資」

○保護者のみならず子育てを社会全体で支える持続可能な制度設計とするため、国と地方の十分な議論が必要

○わが国における児童・家族関係社会支出は、欧州に比べ3分の1程度と貧弱 (H17年 :GDP比 o.81%、 H19年度 :約43兆円)

○「子ども・子育てビジョン」の最終年度(H26年度)には約68兆円が見込まれるものの、それでもGDP比 1.5%前 後に過ぎない

○子どもが将来に希望を持ち、若い人が喜んで子どもを産み育てることを支援するには不十分である

【各国の家族関係社会支出の対GDPIヒのH17年比較】

日本 ドイツ フランス スウェーデン (参考)日本

0 81% 2 22% 3_00% 3.21% 1 13%(注 )

【児童・家族関係社会支出の推移】

平成 19年度 平成22年度 (推計値 ) 平成26年度 (推計値 )

約43兆 円 約61兆円 約6.8兆円

【「子ども,子育てビジョン」数値目標例】

放課後児童クラブ 81万人(H21 5)  1  111万 人 (H26年度 )

(注)H17年度の児童手当を

H22年度の子ども手当に

単純換算したもの

出典 :厚生労働省資料

7



③国と地方の役割分担を明確に.した制度を構築すべき―‐

甲f]j:;;::鑑亀馨21」ilitlξ:111`l磁《高 ぁ翫繋Ⅷ鶴瑶韓硼鶴鰊踪冠廷漏〕
こ

施策に充当し、住民に還元するべきである。

○ サービス給付の実施主体は市町村が中心となつて担い、都道府県は、市町村間の広域調整や専門性・先進性が必要な取組等に
今後も役割を果たしていく

【都道府県の取組例】

広域調整 保育所の広域入所調整・病児病後児保育の調整
児童養護施設等の整備及び社会的養護が必要な子どもへの自立支援
小児救急医療体制の整備 など

専門性 ・周産期医療情報システムの整備・不妊専門相談センターの運営
・市町村の児童相談の専門的、技術的支援 など

人材育成 ・保育士等サービス給付を担う人材の養成
・地域の子育て支援団体リーダーの養成 など

先導的事業 ・子育て応援に取り組む企業支援、顕彰
・企業と連携した子育て家庭への優待 など

④「子ども・子育て新システム」は地方の自‐由度を高める観‐点から制度を設計す
^き

―‐

子どものための現金給付 (現 :子ども手当)のように全国一律で支給され、地方の裁量の余地がないものについては、地方が自由
度を持って地域の実情に応じた給付等を設計するという「子ども・子育て新システム」の考え方にら、さわしくないことから、「子ども,

子育て包括交付金 (仮称)」 から除外すること

地方が裁量を持って行うサービス給付等については、その使途を最大限広く取り、国による制約は最小限とした上で、必要な財源
を確保すること

国の定めた全国―律の基準が妨げとなり、地域の実情に応じて活用できない制度もあることから、新たなものも含め基準の廃止や
「参酌すべき基準」とするなど、地方の裁量を拡大すること
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5.障害者福祉の課題と今後の方向性

②利用者の負担能力を考慮した適正な負担とすべき
○障害者自立支援法における利用者負担は、昨年12月 の同法改正により、一割負担の原則から、負担能力に応じた負担へと変更される

こととなったが、障害者の所得状況等に鑑み、適正かつわかりやすい利用者負担体系とすべきである。

○障害者が地域社会で自立した生活を営むことができるよう、福祉サービスのみならず、教育、就労支援、医療などの各領域におい
て、障害者の二一ズに応じたきめ細かな総合的なサービス体系を構築することが重要である。

○障害者 自立支援給付をはじめとする障害福祉サービスについては、今後も利用者の増加等に伴う、国及び地方の財政負担の増大
が見込まれる。

障害者が、必要なサービスを十分受けることができるようにするためにも、所要の財源確保を図ることが必要。

9

①障害者の総合福祉のためにも「制度の谷‐間」問題の解消を図るべき
○現在、国において、障害者の範囲や利用者負担の見直し等を論点とし、障害者自立支援法に代わる「障害者総合福祉法 (仮称 )」

の制定に向けた検討が行われている。

○現行では身体障害、知的障害、精神障害のいわゆる3障害以外の高次脳機能障害、難病患者などについては、いわゆる「制度の
谷間」に置かれ、現行制度では十分に支援されていない。
3障害以外の支援が必要な者が、必要な障害福祉サービスを十分受けることができるよう、障害者の範囲を見直すことが必要である。



6.生活保護制度等の課題と今後の方向性

①就労・自立支援対策を強化・充実すべき■■    ‐ ■ | |‐ |‐

‐     |

□生活保護受給者は、過去最多の205万人を突破し、なかでも失業による生活保護受給者の急激な増加が続く現状にある。働く能
力のある生活保護受給者については、「生活保護に関する国と地方の協議」の中間とりまとめを踏まえ、求職者支援制度の有効
活用を図るなど、生活保護受給直後からの就労・自立支援等の充実を図るべき。

〔参考〕埼玉県の試算によると、就労支援によって500人の生活保護受給者が就職すれば、生活保護費は年間7億円以上
減少する(1人の若者が生活保護を受けると年間170万円のコストが必要となるが、就労支援のコストは3万円で済む。)。

0福祉事務所、ハローワーク、職業訓練施設等のよリー層の連携強化を図るべき。
〇生活保護基準の適正化と勤労控除の見直しなど、就労意欲を促進する具体的方策を検討すべき。
○被保護者を体験就労やトライアル雇用などで受け入れる企業に対する支援策を制度化すること等により、雇用の受け皿を積極的

に掘り起こすとともに、就労意欲に応じて、ボランティア活動等から段階的に一般就労に結びつけていく仕組みを整備すべき。
○生活保護世帯の子どもやボーダーラインにいる人たちが、将来、被保護者にならないよう、高等教育への就学費の充実や生活支
援対策の強化、産業構造の変化に対応した職業訓練・再教育等の実施など、教育部門と連携した就労 ,自立支援の仕組み等を
充実させるべき。

□就労による経済的自立が容易でない高齢者等については、主体的に社会との繋がりをもつことで社会的自立の促進につながる
施策を講じるべき。

□求職者支援制度以外の施策も活用するなど、生活保護に至る前の第2のセーフティネット施策の充実。強化を検討すべき。

○長期入院患者の退院促進、頻回受診者への適正受診指導、レセプト点検等を引き続き実施するとともに、病気の悪化による入院を
防ぐための健康診断や受診の促進等保健指導の充実などにより、医療扶助の適正化を図るべき。

○被保護者本人への医療費通知の導入など、モラルハザード防止の取組を検討する必要がある。
O自動車を保有している者への生活保護適用のあり方について、特に交通不便地の場合、処分を条件とすると、求職活動や通院等
に支障が生じる恐れがあるため、一定の要件の下で保有条件を緩和するなど、将来の自立に配慮した仕組みを検討する必要があ
る。

○住宅を確保できれば生活保護を受給しなくても生活できる者もいることから、住宅扶助については低所得者の居住安定確保の観点
から、地域の実情に応じて民間賃貸・公営住宅等の現物給付が可能となるよう検討する必要がある。
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○暴力団等による生活保護の不正受給事案が発生しているが、こうした事案を放置することは生活保護行政の信頼を揺るがしかね
ないことから、警察との連携による暴力団員対策の強化等不正受給防止等の徹底を図るべき。

○アパートや無料定額宿泊所等に入居させ生活保護費を搾取する等のいわゆる「貧困ビジネス」が発生していることから、実効性の
ある貧困ビジネス対策について、地方の意見を十分に踏まえながら法的措置を講じるべき。

□生活保護法第29条に基づく資産等の調査については、より効果的・効率的な実施を確保するため、関係機関との連携を強化する
とともに、資産等以外の事項についても、必要な調査が円滑に実施できるように、法的根拠を付与するよう検討すべき。

○不正受給に係る返還金の生活保護費との調整や不正受給を行つた者に対する厳罰化など、不正受給を防止するための具体的な
対策について検討する必要がある。

④最後のセーフティネットとしての機能発揮に努めるべき

○餓死による孤独死等が社会問題化しているが、こうした事態を防止するためにも、福祉事務所と民生委員、地域住民、電気・ガス・
水道等ライフラインの関係者等との連携強化による保護すべき者の早期発見を含め、相談者へのきめ細やかな対応による漏給
防止対策を徹底し、真に必要な人が生活保護を受けられるよう最後のセーフティネットとしての機能発揮に努めるべき。

イ

ー

４

‥



7.雇用の課題と今後の方向性

○人口減少と少子高齢化が急速に進むことから、高齢者や女性等の就業参加・社会進出の推進がますます重要となる。雇用機会の創出
に社会全体で取り組むとともに、個々人のライフステージに応じた多様な働き方を尊重し、必要な支援をすべきである。

○正規・非正規雇用の如何を問わず、同一労働・同一賃金の考え方に立って社会保険や雇用保険の更なる拡大など、非正規労働者への
処遇改善を行うべき。

12

○雇用維持・創出のためには、経済成長が不可欠である。昨年6月 に閣議決定した「新成長戦略」の目標達成に向けて施策の一層の充実
を図るべき。

□欧州での経済危機などを原因に、円高が歴史的な水準で進行しており、このままでは、国内産業の空洞化や雇用の喪失による地域の
経済・雇用情勢の一層の悪化を発端とした「地方大不況」が懸念される。為替政策、産業空洞化対策及び雇用対策、金融緩和政策の
強化、「非常事態」に対応する新たなマクロ経済政策運営の検討など、地域経済・雇用の活性化につながる対策を迅速に実施すべき。

②

葛離職した非正規労働者など求職者の雇用・就業機会の創出、きめ細かな相談支援体制の構築など、現状でも地方は関係団体等と連携
しながら雇用対策に取り組んでいる。多様化する雇用二一ズに対応するため、権限・財源の移譲や法令による義務付け・枠付けの見直
しを通じて、地方が総合力をこれまで以上に発揮できるようにすべき。

【地方が取り組んでいる具体例】
。「ら、るさと雇用再生特別基金事業」や「緊急雇用創出事業」による雇用創出
・求職者総合支援センターや特別相談窓口の設置、合同企業面接会の実施
・若年者就職支援(ジョブカフェ等)、 母子家庭の母を含む女性の就業・自立支援(母子自立支援プログラム等)

の実施
・障害福祉サービスと連携した障害者の就労支援等の実施
=企業訪間による新規求人開拓
・地元企業のニーズを踏まえた人材を育成するための職業訓練  など



地方が行う福祉・産業振興・教育など様々な施策と一元化し、地域の実情を踏まえた雇用政策をより効果的に行うため、ハローヮークの地方移
管を早急に実現すべき。

ハローワーク地方移管により実現できること

○就職相談、職業訓練、職業紹介まで雇用に関するサービスの一体化
求職者の能力・適性に応じ、就職に関するサービスを一体的に提供することが可能に

O市町村など福祉サービスを提供する関係機関との連携
生活資金、多重債務、住宅、介護・育児などに関する支援を必要とする求職者に対し、福祉施策と連携して一貫した総合支援サービスの
提供が可能に

○産業・雇用政策の一元化

職業訓練などによる人材育成、企業の人材確保支援、新産業育成政策、職業紹介を一元的・総合的に行うことにより、より効率的・効果
的な政策が可能に

○教育と雇用政策との連携強化
地域の成長に必要な人材育成やキャリア教育を行うことができ、かつ地元企業の人材確保につながる
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基礎 自治体の果た している役割を踏 まえた
社会保障 と税の一体改革 に関する決議

政 府 にお いて は 、昨 年 12月 に 「社 会 保 障 改 革 の推 進 につ い て 」を閣議 決

定 し、 改 革 に係 る基 本 方 針 を 明 らか に した 後 、社 会 保 障 改革 に 関 す る集 中

検 討 会 議 にお い て 議 論 を進 め て き た。 本 年 5月 に は 同会 議 にお いて 厚 生 労

働 省 案 と して 「社 会 保 障 制度 改 革 の方 向 性 と具 体 策 」 が提 示 され 、 6月 末

まで に社 会 保 障 と税 の 一体 改 革 の成 案 を得 る こと と して い る。

と こ ろで 、 基 礎 自治 体 は 、 年 金 以外 の 医療 、介 護 、子 ども 。子 育 て 、 生

活 保 護 、 障 が い 者 福 祉 等 の社 会 保 障 サ ー ビス 全 般 を担 い 、 ケ ー ス ワー カ ー

等 の 人材 を配 置 して 、 そ れ ぞ れ の住 民 の ライ フス テ ー ジ と状 況 に応 じて 、

継 続 的 ・ 包 括 的 な 対 人 サ ー ビス を提 供 して い る。

ま た 、 地 域 と住 民 を熟 知 す る 人材 を通 じて 国の 補 助 事 業 と して の社 会 保

障 施 策 を実 施 す る と と もに 、 地方 単 独 事 業 と して 地 域 と住 民 の ニ ー ズ に応

じた き め 細 か な 福 祉 。医 療 施 策 を展 開 す る こ とによ って 、我 が 国 の社 会 保

障 制 度 にお いて 大 き な 役割 を果 た して い る。

特 に、 保 育 サ ー ビス を は じめ とす る子 ど も・子 育 て 支 援 、 乳 幼 児 医療 、

妊 婦 健 診 、 イ ン フル エ ンザ な どの予 防 接 種 等 、基 礎 自治 体 が 様 々な 分 野 で

展 開 して い る地 方 単 独 事 業 は 、 制 度化 され た 国 の補 助 事 業 と有 機 的 に連 携

して 、個 々 の住 民 の ライ フス テ ー ジ に 応 じた 対 人 サ ー ビス を適 時 適 切 に提

供 す る こ と を 目指 して お り、 全 体 と して の社 会 保 障 サ ー ビス の 充 実 に寄 与

す る もの で あ る。

したが つて、今回予定 している社会保障制度改革においては、 こうした

実態を踏 まえ、年金、医療及び介護の 「高齢者三事業」のみな らず、すべ

てのライ フステー ジを対象 として継続 的かつ包括的 に社会保障サー ビスを

充実することを 目標 とすべきでぁる。

本会は、本年 4月 、基礎 自治体の立場か ら「社会保障の課題 と改革の方

向」 を取 りまとめ、集 中検討会議に提 出 した。

その中で、①危機的状況 に瀕 している国保制度 については、制度の構造

的問題に対処 し、安定 的かつ持続的運 営が可能な制度 とするべ く、すべて

の国民を対象 とす る医療保険制度の一本化 を実現す るまでの間、国の責任
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を明確 にした うえで、都道府県を運営主体 とし、市町村 との適切な役割分

担のもと、国保制度の再編・統合 を行 うこと、②子 ども・子育て支援策に

ついては、全国一律の現金給付である子 ども手当と保育サー ビスをはじめ

とする子育て関係経費 (現 物給付)と のバランスに十分配慮す る必要があ

ること、③生活保護制度については、雇用、住宅、医療 。福祉等 の施策 と

密接な連携を図るとともに、 自立就労支援策を充実する必要が あること、

④住民の様々な状況を把握 し、積極 的 に手を差 し伸べて相談 に乗 り、必要

なケアを手配す る総合案内所的な 「社会保障の総合プラッ トホーム・ワン

ス トップサー ビス」 を、地域 と住民を熟知 している基礎 自治体が担 うべき

であること等を提言 している。

以上の観点か ら、社会保障制度改革を断行するにあたっては、基礎 自治

体が地方単独事業 も含めて社会保障サー ビスを持続的 に提供できるように

す るため、安定的な財源の確保は不可欠である。そのため、地方消費税の

拡充な ど税源 の偏在性が少な く税収が安定的な地方税体系を構築す るとと

もに、当該財政需要 を的確 に地方財政計画に積み上げ、必要な一般財源総

額 を確保することによ り、都市税財源 の充実強化を図るよ う、強 く要請す

る。

併せて、社会保障 と税の一体改革 に当たっては、基礎 自治体が社会保障

の最前線において果た している中心的な役割 を踏まえた うえで、「国と地方

の協議の場J等 において真摯 な協議 を行 い、地方の意見を最大限尊重する

よ う、強 く要請する。

以上決議する。

平成 23年 6月 8日

全 国 市 長 会
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国民健康保険制度等 に関する重点提言

国 民 健 康 保 険 制 度 及 び 後 期 高 齢 者 医療 制 度 の健 全 な運 営 を図 るた め 、 国

は、 特 に次 の事 項 につ いて積 極 的 な 措 置 を講 じ られ た い。

1.医 療 制 度 改 革 に つ いて

(1)医 療 制 度 改 革 を実 施 す る に 当 た って は 、 す べ て の 国 民 を対 象 とす る   ・

医 療 保 険 制 度 の 一 本 化 に 向 け て 、 国 の責 任 にお いて 安 定 財源 を確 保 す

る こ と に よ り、 財 政 基 盤 の強 化 を図 った うえで 、都 道 府 県 を保 険 者 と

し、 市 町 村 との適 切 な 役 割 分 担 の も と、 国保 制 度 の 再 編 ・ 統 合 等 を行

う こ と。

ま た 、 そ の再 編 ・ 統 合 の時 期 につ いて は 、 早 期 か つ確 実 に実 現 す る

た め 、 当該 施行 時 期 を明確 に示 す こ と。

な お 、 新 た な 制 度 へ の移 行 に 際 して は 、被 保 険 者 や 現 場 に混 乱 を招

く こ と の な い よ う、 都 市 自治 体 の 意 見 を 尊 重 す る と と も に 、十 分 な 準

備 ・ 広 報 期 間 を設 け る こ と。

(2)医 療 制 度 改 革 に伴 い、 市 町 村 の 負 担 増 は決 して 招 か な いよ う、 国 の

責 任 にお いて 万 全 の 対 策 を講 じ る こ と。

特 に 、 新 制 度 発 足 に伴 って 発 生 。波 及 す る シ ス テ ム 経 費 等 につ いて

は 、超 過 負 担 を招 か な い よ う必 要 な 額 を確 実 に確 保 す る こ と。

ま た 、 新 た な シ ス テ ム 設 計 に つ いて は 、 新 制 度 が 円滑 に運 用 で き る

よ う、 都 市 自治 体 の意 見 を十 分 に踏 ま え 、 国 の 責 任 にお いて構 築 す る

と と も に 、 十 分 な 準 備 ・検 証 期 間 を確 保 す る こ と。

2.国 民 健 康 保 険 制 度 につ いて

(1)新 制 度 に移 行 す る まで の 間 、 国 保 の安 定 的 か つ 持 続 的運 営 が で き る   ・

よ う、 都 道 府 県 と市 町 村 の適 切 な役 割 分 担 の も と国 保 の広 域 化 を推 進

す る と と も に、 国 庫 負 担 割 合 の 引上 げな ど国保 財 政 基 盤 の拡 充・ 強 化   
‐

を図 り、 国 の責任 と負 担 にお いて 、 実 効 あ る措 置 を講 じ る こと。

特 に 、 低 所 得 者 層 に対 す る負 担 軽 減 策 を拡 充 。強 化 す る と と もに 、

低 所 得 者 を多 く抱 え る保 険 者 へ の支 援 を強 化 す る こ と。

(2)各 種 医 療 費 助 成 制 度 等 市 町 村 単 独事 業 の実 施 に伴 う療 養 給 付 費 負 担

金 及 び 普 通 調 整 交 付 金 の減 額 措 置 を廃 止 す る こ と。
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(3)特 定 健 康 診 査・ 特 定 保 健 指 導 の実 施 率 等 によ る後 期 高 齢 者 医 療 支 援

金 の 加 算 ・ 減 算 措 置 を撤 廃 す る こと。

(4)度 重 な る制 度 改 正 等 に よ り、 市 町村 の事 務負 担 が 増 加 して い る こ と

か ら、事 務 の効 率 化 を図 る こ と。 特 に 、 資 格 を喪 失 した被 保 険 者 の受

診 に伴 う過 誤調 整 につ いて 、 被 保 険 者 を介 さず 保 険 者 間 にお いて 直 接

処 理 で き るよ う措 置 を講 じる こ と。

3.後 期 高 齢 者 医療 制 度 につ いて

後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 円滑 な 運 営 を図 る た め、保 険 料 の 上 昇 を抑 制 す

る措 置 を 引 き続 き 継 続 す る と と も に、 国 の 責 任 にお いて 十分 な 財 政 措 置

を講 じ る こ と。

特 に、平成 24年 度 保 険料 改定 にお い て 保 険 料増 が見 込 まれ る場 合 、国

の 責任 にお いて 十 分 な 財 源措 置 を講 じる こ と。
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介護保険制度 に関する重点提言

介 護 保 険 制 度 の 円滑 な 運 営 を図 る た め 、 国 は、 特 に次 の事 項 につ いて 積

極 的 な 措 置 を講 じ られ た い 。

1.介 護 保 険 財 政 の健 全 な 運 営 の た め 、都 市 自治 体 の個 々 の実 態 を考 慮 し

つ つ 、 将 来 にわ た って 都 市 自治体 の 財 政 負担 が 過 重 とな らな い よ う、 卜  ,
分 か つ 適 切 な 財 政 措 置 を講 じる こ と。

2.介 護 給 付 費 負 担 金 につ い て は 、各 保 険 者 に対 し給 付 費 の 25%を 確 実 に

配 分 し、 現 行 の 調 整 交 付 金 は別 枠 化 す る こ と。

3.低 所 得 者 に対 す る介 護 保 険 料 や 利 用 料 の軽 減 策 につ いて は、 国 の責 任

にお いて 、 財 政 措 置 を含 め 総 合 的 か つ 統 一 的 な 対 策 を講 じる よ う、 抜 本

的 な 見 直 し を行 う こ と。

4.前 回 の改 定 に よ って 措 置 され た 「介 護 従 事 者 の処 遇 改 善 の た め の緊 急

特 別 対 策 (介 護 報 酬 3%増 )」 及 び 平 成 21年 度 補 正 予 算 にお け る 「介 護

職 員 処 遇 改 善交 付 金」 に伴 う保 険 料 の 上 昇分 に つ いて は 、 利 用 者 及 び 保

険 者 の負 担 増 とな らな い よ う、 継 続 的 な措 置 を講 じる こ と。

ま た 、介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 事 業 につ いて は 、恒 久 的 な 措 置 とす る

こ と。
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総合 的な子育て支援策 に関する決議

我 々 都 市 自治 体 は 、少 子 化 施 策 は国 と地 方 の信 頼 ・協 力 関係 の下 で 着 実

に推 進 さ れ るべ き もの と強 く認 識 し、 地域 の実 情 に即 した様 々 な 子 育 て 支

援 策 を実 施 し、懸 命 の努 力 を傾 注 して い る。

そ う した 中、 国 は 、本 年 7月 、 少子 化 社 会 対 策 会 議 にお いて 「子 ど も 。

子 育 て 新 シス テ ム 」 の 中間 と りま とめ を決 定 す る と と もに、 10月 に は 「平

成 23年 度 にお け る子 ども手 当 の 支 給 等 に関 す る特 別 措 置 法 Jを 施行 した と

ころ で あ る。

しか し、 我 々 が 再 三 主 張 して き た 、 全 国 一 律 の現 金 給 付 と保 育 サ ー ビス

を は じめ とす る子 育 て 関係 経 費 (現 物 給 付 )と のバ ラ ンスヘ の配 慮 が な さ

れ ず 、 地 方 に必 要 な裁 量 及 び 財 源 の確 保 や 国 と地方 の 役 割 分 担 等 につ いて

は、 未 だ 建 設 的 な 議 論 が な され て い な い こ とは誠 に遺 憾 で あ る。

ま た 、 先 般 、厚 生 労 働 省 が 示 した 「子 ど もに対 す る手 当制 度 にお け る費

用 負 担 案 につ いて Jは 、 これ まで の経 緯 を無視 し、 国 と地 方 の 役割 分 担 等

の あ り方 につ い て 何 ら示 す こ とな く、 地 方 に裁 量 の余 地 が な い現 金 給 付 に

関 す る地 方 負 担 を一 方 的 に拡 大 しよ う とす る もので あ り、か つ 、地 方 固有

の 財 源 で あ る住 民税 の 増収 分 等 を子 ど も に対 す る手 当 に使 途 を限 定 す る も

ので 、 到 底 受 け入 れ られ る もの で は な い。

よ って 、 国 は 、 今 後 、子 ど も に対 す る手 当 tll度 の あ り方 を含 め 、総 合 的

な子 育 て 支 援 策 につ い て 、「国 と地 方 の協 議 の場 」等 にお い て 、真 に実 効 あ

る協 議 を重 ね 、 国 民 の 理解 が 得 られ る形 で 成 案 を得 る よ う、 改 め て 強 く要

請 す る。

言己

.子 ど も に対 す る 手 当制 度 につ いて

(1)子 ど もに対 す る 手 当 の 費 用 負 担 につ いて は、 全 国 ―律 の現 金 給 付 で

あ り、 支 給 に伴 う事 務 費 及 び 人件 費 を含 め 、全 額 国 庫 負 担 とすべ き で

あ る こ と。

ま た 、年 少 扶養 控 除 等 の見 直 しに伴 う地 方 増 収 分 につ いて は、 都 市

自治 体 が 独 自の施 策 展 開 を図 るた め の貴 重 な 一 般 財 源 で あ り、そ の使

途 につ いて は 、 地 方 の裁 量 に委 ね る こ と。
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(2)平 成 24年 度か らの所得制限導入 に伴 う所得制限世帯 に対する税財政

上の措置については、国の負担によ り実施すること。

(3)平 成 24年 度以降の恒久的な制度のあ り方について は、今後 、「国と

地方 の協議の場」等 において十分 に協議を行 った上で、都市 自治体の

意見 を尊重 し、制度設計を行 うこと。

また、新制度へ 円滑に移行できるよ う、住民への周知やシステム改

修等 につ いて、国の責任において万全 の措置を講 じること。

2.子 ども・子育て新 システムについて

(1)子 ども ,子 育て新システムについては、本年 7月 の少子化社会対策

会議決定 の とお り、①国、地方等 の負担のあ り方、既存の財政措置 と

の関係 な ど費用負担のあり方、②子 ども 。子育て包括交付金 (仮 称 )

のあ り方、③ 国 における所管のあり方 、④地域の実情 に応 じた地方の

裁量 の仕組み のあ り方等の検 討課題 について、都市 自治体等 と丁寧 に

協議 を行 い、理解 を得た上で、成案 を取 りまとめること。

(2)子 どもに対す る手当は、全国一律の現金給付で あ り、都市 自治体の

裁量の余地がな いことか ら、子 ども 。子育て包括交付金 (仮 称)の 対

象か ら除外す ること。

また、保育サー ビスをは じめ とす る子育て関係経費 (現 物給付)に
ついては、都市 自治体が地域の実情 に応 じて責任 を果たせるよ う、最

大限使途 を弾力化 した交付金 とする こと。

(3)国 が定める基準については、既 に法令で担保されて いるものを除き、

新たな ものは 「助言」 にとどめ、具体的な適用 は都市 自治体 に任せる

こと。

(4)子 ども・子育て支援給付 (仮 称)に 係 る指定 については、給付を行

う都市 自治体がその主体 とな り、また、 こども園 (仮 称)の 認 可につ

いては、都市 自治体 の判断によ りそ の主体 とな り、必要な調整が可能

となるよ う制度設計 を行 うこと。

(5)す べて の保育所や幼稚園が総合施設 (仮 称)に 移行するに当たって

は、国にお ける所管は一本化すること。

以上決議す る。

平成 23年 11月 17日
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地域 医療 口福祉施策に関する重点提言

地 域 医 療 ・ 福 祉 施 策 の充 実 強 化 を 図 るため 、 国は 、 特 に次 の事 項 につ い

て 積 極 的 な 措 置 を講 じ られ た い。

2.少 子 化 対 策 につ いて

(1)子 ど も に対 す る手 当制度 につ いて

①  子 どもに対す る手当の費用負担 については、全国一律の現金給付で

あ り、支給 に伴 う事務費及び人件費を含め、全額国庫負担 とすべきで

あること。

また、年少扶養控除等 の見直 しに伴 う地方増収分 につ いては、都市

自治体が独 自の施策展開を図 るための貴重な一般財源で あり、そ の使

途 については、地方 の裁量に委ね ること。

②  平成 24年 度か らの所得制限導入に伴 う所得制限世帯 に対する税財

政上の措置については、国の負担 によ り実施す ること。

③  平成 24年 度以降の恒久的な制度のあ り方 については、今後、「国と

地方の協議の場J等 において十分 に協議 を行つた うえで、都市 自治体

の意見 を尊重 し、制度設計を行 うこと。

また、新制度へ 円滑に移行できるよ う、住民への周知やシステム改

修等について、国の責任において万全の措置を講 じること。

④  すで に都市 自治体 は地域の実情に応 じた様々な子 育て施策を推進 し

ている ことを踏まえ、全国一律の現金給付 と保育サ ー ビスをは じめと

する子育て関係経費 (現 物給付)と のバ ランスにも十分配慮すること。

(2)子 ども 。子育て新システムについて

① 子 ども 。子育て新 システム については、本年 7月 の少子化社会対策

会議決定 の とお り、① 国、地方等 の負担のあり方、既存 の財政措置 と

の関係な ど費用負担のあり方、②子 ども 。子育て包括交付金 (仮 称 )

のあ り方 、③ 国における所管 のあ り方、④地域 の実情 に応 じた地方の

裁量 の仕組みのあ り方等 の検 討課 題について、都市 自治体等 と丁寧に

協議 を行 い、理解 を得た うえで、成案 を取 りまとめること。

②  子 どもに対す る手当は、全国一律の現金給付であ り、都市 自治体 の

裁量の余地がない ことか ら、子 ども 。子育て包括交付金 (仮 称)の 対

象か ら除外すること。
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ま た 、 保 育 サ ー ビス を は じめ とす る予 育 て 関係 経 費 (現 物 給 付 )に
つ いて は 、 都 市 自治体 が 地 域 の実 情 に応 じて 責 任 を果 たせ る よ う、 最

大 限 使 途 を弾 力化 した 交 付 金 とす る こ と。

③  国が定め る基準 については、既 に法令で担保されているものを除き、

新たな ものは 「助言」 に とどめ、具体的な適用 は都市 自治体 に任せ る

こと。

④  子 ども 。子育て支援給付 (仮 称 )に 係 る指定 については、給付を行   .
う都市 自治体 がそ の主体 とな り、また、 こども園 (仮 称)の 認可につ

いては、都市 自治体の判断によ りその主体 とな り、必要な調整が可能   ・

となるよ う制度設計 を行 うこと。

⑤  すべての保育所や幼稚 園が総合施設 (仮 称)に 移行す るに当たって

は、国にお ける所管は一本化する こと
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生活保護制度 に関する重点提言

生 活 保 護 制 度 は 、昭 和 25年 の 制 度 創 設 以 来 、抜本 的 な 法 改 正 が な され な

い ま ま 、 今 日に至 って お り、 ま た 、少 子 高 齢 化 や家 族 形 態 の変 化 な ど現 在

の社 会 経 済 構 造 に十 分 対 応 で きず 、 制 度 疲 労 を起 こ して い る。

そ の よ うな 中 、全 国 市長 会 は 、平 成 18年 度 に全 国知 事 会 と共 に、将 来 を

見 据 え た 生活 保 護 制 度 等 につ いて 検 討 を重 ね 、「新 た な セ ー フテ ィネ ッ トの

提案」 として、①稼働世代のための自立支援集中プラン、②高齢者対象制

度、③ボーダー ライ ン層への就労支援制度 を提案 した ところで ある。

一方、世界的な金融危機 に端 を発 した雇用情勢の悪化や高齢化の進展等

によ り、生活保護受給者は 205万 人を超え、過去最多 を更新 した ことが明

らか となってお り、生活保護 に要する財政負担が都市 自治体 の財政 を圧迫

している状況にある。

また、東 日本大震災か らの復 旧・復興 を目指す被災者 の方々は、仮設住

宅への入居等によ り生活基盤が整 いつつあるものの、未だ生活再建の目途

が立たず、生活困窮 に陥る事態が懸念 され るな ど、今後、生活保護の相談・

申請件数のさらなる増加が見込 まれてお り、生活保護経費の全額 を国庫負

担 とす る等の財政措 置 を講 じる必要がある。

よつて、国は、特 に次の事項について積極的な措置 を講 じられたい。

1.社 会保障の観点 も含めた生活保護制度の抜本的な改革に早急 に取 り組

むこと。その際、国 と地方 の協議の場等 において十分協議 し、都市 自治

体の意見 を尊重す ること。

2.国 の責任において、生活保護の適正化 に向けて必要な法改正等 を行 う

とともに、稼働可能層に対す る就労 自立支援策を講 じること。

3.生活保護に係 る財源負担 につ いては、生活保護が憲法に基づき、国が

保障するナショナル ミニマムに関わ る事項であることか ら、本来全額 国

庫負担 とすべきで あること。
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資 料 1

日本医師会

国民の安心を約束する医療保険制度

2011年 12月 15日

民主党 社会保障と税の一体改革調査会・税制調査会合同総会

2010年 11月

社団法人 日本医師会

基本理念

日本医師会は、すべての国民が、公平な負担の下で、同じ医療を受けられることが公
的医療保険制度の根幹であると考える。それは、年齢や、地域や、所得の違いによる格
差のない制度である。

これまで財政面からの一元化については各方面で検討が行なわれてきたが、財政調整
で抜本的な解決を見出すことは困難であり、いずれかの制度に雛寄せされ、「皆保険」と
しての納得感を得られない。

そこで、日本医師会は、公的医療保険制度の全国一本化を提案する。

日本医師会が考える公的医療保険制度の基本理念

●すべての国民が、同じ医療を受けられる制度

●すべての国民が、支払能力に応じて公平な負担をする制度

●将来にわたつて持続可能性のある制度

定 義
一本化 :制度としてひとつに統合すること。なお一本化しても、現行制度と同様に高齢者や低所得

者に配慮し、保険料や一部負担割合の軽減措置を講じる方向とする。

一元化 :財政調整により財源面で一体的運用を図ること。日本医師会が提案する全国一本化が
実現するまでの間は、保険者間の財政調整が必須である。

社団法人 日本医師会                     1



公的医療保険の全国一本化に向けての道筋

公的医療保険制度の全国一本化までの道筋を、以下のとおり提案する。なお、それぞれの段階ご
とに問題点を洗い出し、その対策を講じた上で、次の段階に進むものとする。

第1段階 高齢者医療制度も含めた医療保険制度全体の方向性の検討

現行の後期高齢者医療制度は、2012年度末に廃止され、2013年度から新たな制度に移行する予
定であるが、一般および高齢者の医療保険制度を一体的に検討し、その方向性がかたまつた時点
で、新たな制度の実施時期を設定すべきと考える。それまでの間は、現行の後期高齢者医療制度を
弾力的に運用して対応する。

第2段階 地域保険の創設と職域保険の段階的統合

高齢者医療制度と市町村国保を都道府県単位で統合し、地域保険を創設する。また職域保険とし
て、共済組合を協会けんぱに統合し、組合健保を段階的に協会けんぱに統合する。なお、高齢者の
現役サラリーマンは、希望があれば職域保険等に加入しなおすことができるようにする。

第3段階 職域保険の完全統合

職域保険 (協会けんぱ)に、国保組合を統合していく。ただし地域保険的な国保組合については、
地域保険への移行も可能にする。

第3段階から全国一本化までの間は、特に財政調整が重要である。保険料の見直しなどにより、財
源面での―体的運用 (すなわち「一元化」)を 図る。

第4段階 全国一本化

2025年 以降を目標に、都道府県ごとの地域保険および職域保険 (協会けんぽ)を全国一本化する。

社団法人 日本医師会                     2

公的医療保険の全国一本化に向けての道筋 (概念図)

3

現 行 第1段 階 第2段階 第3段階
第4段階 ｀

2025年 ～ ノ
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財政調整    ――――――

地域保険
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Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

国保組合

職城保険

(都道府県単位)
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悔

ド
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一
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統合一本化にむけた課題および一本化後の課題(1/2)

統合一本化にむけた課題および一本化後の課題には、主として次のようなものがある。いずれも、
日本医師会の基本理念を実現するために避けて通れない課題であり、日本医師会は課題解決にむ
けて全力を尽くす。

① 国民健康保険と被用者保険の所得捕捉

国民健康保険に加入する自営業者等の所得と、被用者 (サラリーマン)の給与をいかに公平に捕
捉できるかという課題である。これについては、現在、給与所得者であつても、国民健康保険に加入

しているケースがあること、所得税は自営業者と給与所得者とでは計算方法が異なるものの、ひと
つの税体系になつていることなどから、これらを参考に関係者と協議していく。

② 国民健康保険における保険料賦課方式の統一

現在、市町村国保の徴収形態には保険税と保険料があり、徴収方式には均―賦課、不均―賦課
がある。また、均―賦課の中にも、所得割、資産割、均等割、平等割を組み合わせた、4方式、3方式、
2方式がある。日本医師会は、比較的早い段階で、市町村国保を都道府県単位の地域保険に再編

することを提案しており、保険料賦課方式のあり方が当面の課題になる。資産はあっても所得の少
ない高齢者等に配慮するなど、公平な賦課方式を検討していく。
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統合一本化にむけた課題および一本化後の課題(2/2)

③ 保険者による予防・健康増進機能の維持

保険者には保険料の算定、徴収、診療報酬請求の審査・支払いなどの制度運営上の機能や、被

保険者の疾病予防、健康増進を図る機能がある。これまで、それぞれが保険者機能を果たしてきた

健保組合や、共済組合等では、個々の組合を解体し、公的医療保険を全国一本化することには、反

対も少なくないと推察される。しかし、公的医療保険におけるさまざまな格差をなくし、国民に安心を
もたらすという観点から、日本医師会は、健保組合等に対して理解を求めていく。

さらに、公的医療保険制度の全国一本化にあたつて、日本医師会は、第二者機関の保険者を設置

すべきと考えるが、保険者が全国ひとつになるため、地域固有の実情に即応した保険者機能を発揮
できないおそれがある。そこで、日本医師会は、都道府県医師会、郡市区医師会とともに、より地域

に根ざした活動を行ない、従来の保険者が果たしてきた役割以上に、地域住民の健康を守る役割を

強めていく。

④ 医療費抑制、管理医療の阻止

保険者が全国一本化されることにより、管理医療が進み、医療費抑制が強化されることが懸念さ
れる。そこで、日本医師会自身が第二者機関である保険者の構成員となり、医療費抑制について徹

底的に阻上していく3

また、医療保険制度が全国一本化されても、地域医療が一律に抑制されないよう、現在の審査支

払機関の機能を維持、活用し、地域の実情に応じた医療を守っていく。

⑤ 事業主負担のあり方

全国一本化後、現行の法律の延長では、事業主負担がなくなるが、新たな法律において、引き続

き事業主に健康保険料相当の負担を求める等の対応を検討する。
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公的医療保険の給付範囲(1/2)

日本医師会は、有効性、安全性が確認され、国民にとって普遍的であると認められた
医療は、すみやかに公的医療保険から給付されるべきであると考える 。

公的医療保険の範囲

選定療姜 (医 療周 辺部分 )

普遍的 (技術 ) 先端 (技術 )
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選択性の高い医療

時代とともこ普通性のある医療ヘ

公的医療保険の給付範囲(2/2)

普遍性のある医療を、公的医療保険から給付するためには、じゅうぶんな資源、体制が求められ
る。具体的には、高度医療評価会議、先進医療専門家会議、医療上の必要性の高い未承認薬・適
応外薬検討会議、医薬品医療機器総合機構 (PMDA)、 薬事・食品衛生審議会 (薬食審)等の体制を
より強化し、機動性を高めていかなければならない。そのため、日本医師会としても、国に対して、こ
れらの関係機関の強化を働きかける。

2010年 8月 25日 、中医協総会で「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」が有効
性・安全性のエビデンスが十分あり、医療上の必要性が高いと判断した適応外薬は、薬食審の事前
評価が終了した時点で、中医協の了承を経て、保険適用することが了承された。これまでも、日本に
おいて有効性や安全性が公知である適応外薬については、日本で臨床試験 (治験)を行なうことなく、
薬事承認の申請をすることが認められていたが (公知申請 )、 新たなスキームにより、薬食審の事前
評価が終了した時点で保険適用されるので、公知申請から薬事承認までの約6か月間が短縮される。

現在、混合診療を全面解禁し、公的医療保険から給付されていない先進医療を受けやすくすべき
だとの声がある。しかしすでに、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」では保険診療との
併用が認められており、たとえば評価療養として認められた先進医療を受ける場合、「先進医療の
全額自己負担十保険診療の一部負担」で良い。

評価療養 :保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図
る観点から評価を行うもの
例 :先進医療、薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用など

選定療養 :特別の病室の提供など被保険者の選定に係るもの
例 :差額ベッド、歯科の金合金等、制限回数を超える医療行為など

社団法人 日本医師会



診療報酬体系および支払方式(1/4)

日本医師会は、診療報酬体系および支払方式について、あらためて以下の提案を行なう。

① 特定機能病院のあり方の見直し

特定機能病院には、高度の医療を提供する能力を有すること、高度の医療技術の開発及び評価

を行なう能力を有すること、高度の医療に関する研修を行なわせる能力を有することなどが求めら
れており、それ以外の病院とは機能が異なる。

日本医師会は、特定機能病院のあり方を見直し、特定機能病院とそれ以外の医療機関との機能
分化を行なう必要があると考える。具体的には、特定機能病院は、主として高度の医療の提供と医

学教育を担い、それ以外の医療機関は、主として普遍性のある医療を担当する方向とする。

その上で、新しい機能に応じた診療報酬体系を検討する。たとえば、特定機能病院のあり方を見
直した後、その診療報酬体系を別建てにすることを提案する。

財源は、高度の医療の提供および医学教育に対しては政策的財源 (税財源による補助金等)を、普
遍性のある医療に対しては公的医療保険財源 (診療報酬財源 )を充当する。

なお、高度の医療を担う医療機関が、それ以外の医療機関が主として担う普遍性のある医療のう
ち、紹介のない外来などを行なつた場合には、診療報酬の給付割合を変更するなどの仕組みを検

討する。
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診療報酬体系および支払方式(2/4)

診

療

報

酬

体

系

特定機能

病院

特定機能

病院以外の

医療機関

主な機能 主な財源

主として

一先進医療としての

・ 高度の医療の提供

・ 高度の医療技術の開発

・高度の医療に関する研修

―医学教育

―普遍的な医療の提供 (一部 )

主として

・普遍的な医療の提供

・ 普遍的な医療技術の開発

・ 普遍的な医療に関する研修

・政策的財源

(税財源による補助金等 )

・公的医療保険財源

(診療報酬財源 )

公的医療保険財源

(診療報酬財源) など
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診療報酬体系および支払方式(3/4)

② 診療報酬における「モノ」の切り分け

現在は、手術、処置等に、医薬品、診療材料、医療消耗器具備品などのいわゆる「モノ」が包括さ
れているが、診療報酬本体を適切に評価するためには、診療報酬本体から「モノ」を切り分けること
が不可欠である。

また、公共料金は、再投資のための適正利潤を含んで設定されているが 、診療報酬には、それら
のコストは広く浅く吸収されていると言われているものの、具体的な検証は行なわれていない。診療
報酬において「モノ」を切り分け、再投資の費用 (地域医療の維持確保のための費用)を別途評価
すべきである。

ところで、医師の技術料を評価する手段として、医師個人に直接報酬を支払う「ドクターフィー」を
導入すべきとの意見がある。しかし、日本では、チーム医療の下で高水準の医療が提供されており、
今後もそれは変わらない。「ドクターフィー」の導入は、医師同士および関係職種間の財源配分の間
題を複雑化、深刻化させ、チームを分断させかねないものであり、現時点での導入は拙速である。
日本医師会は医師の技術をいかに評価していくべきか、研究、議論を重ねていきたい。

同時に、医師および関係職種の技術については、それぞれの医療機関がきちんと処遇できるよう、
日本医師会は診療報酬の全体的な引き上げを求めていく。
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診療報酬体系および支払方式 (4/4)

③ 診療報酬は原則出来高払いとする

診療報酬は原則出来高払いにより、提供された医療を適切に評価すべきである。急性期入院医
療については、DPCの導入が進んでいるが、日本医師会は、2008年、中医協診療側委員として、
急性期病院に対する診療報酬は、DPCと出来高払いの二本の柱であるべきと主張した。今後とも、
DPCは限定した範囲に止め、出来高払いを適切に評価していくべきである。

2008年 10月 22日 中医協診療報酬基本問題小委員会 二号側提出資料

「DPCに関する方向性について」(抜粋 )

1 急性期病院に対する診療報酬上の評価は、DPC、 出来高払いの二本の柱である。

2急性期病院に対するコストを適切に反映した診療報酬のあり方について、検討する。

3 DPC、 出来高払いを採用する急性期病院それぞれについて、適切に評価していく。

4 DPC準備病院、DPC対象病院ともに、個々の医療機関が、一定のルールの下に、自主的
にDPCを辞退することができるようにする。

なお、診療倶1委 員の提案を受けてDPC病院のいわゆる「退出ルール」が承認され、2009年
に1病院が退出している。
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医療費(1/2)
|

日本の対GDP総医療費は810/oであり、OECD加盟31か国中22位である。OECDの 示す総医療

費には、日本の国民医療費に相当する費用のほか、介護保険サービス、予防・健康管理サービス、
医療制度の管理業務、保健医療における研究開発等の費用が含まれる。そこで、医療の新自由主

義的改革を進めようとする一部の人々の中には、日本において混合診療を全面解禁するなどして、
公的医療保険から給付されない私的支出の医療費を増加させ、これによつて、OECD加盟国平均
並みの対GDP総 医療費を達成する時期に来ているのではないかとの意見がある。しかし、医療費
の増加は、私的支出(患者負担 )の増加ではなく、公的医療給付費の増加によって達成されるべき
である。
ただし、GDPマ イナス成長の時期に、医療費増加政策がとられたり、高齢化が進展したりすると、

対GDP総医療費が急激に上昇することがある。経済の先行きが不透明である現在、対GDP総医

療費のような指標が、中長期的な目標になりにくいことに注意しておく必要がある。
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|                   _
医療費(2/2)
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医療費の確保に向けての日本医師会の主張

● 国民皆保険を堅持する日本としては、国際社会において誇りの持てる医療費水準を

確保していくべきである。

● 日本の対GDP総医療費については、短期的目標として、現状の比較においてOECD
加盟国平均並みを目標とする。ただし、経済環境の変化もあるため、今後の社会情
勢も踏まえて柔軟に目標を見直すこととし、その場合、対GDP総医療費については、
OECD加盟国平均を上回る目標を設定することもある。

● 医療費の増加は、混合診療の全面解禁や医療周辺産業の拡大などを通じた私的支
出(患者負担)の増加によるものではなく、国民皆保険の下で、公的医療給付費の増
加によって達成されるべきである。
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患者一部負担割合

日本医師会は、これまではぼ一貫して、患者一部負担割合について、一般は2割、高齢者は1割

以下にすべきであると主張してきた。先進諸国では、公的医療保険における患者一部負担がないと
ころもある。日本医師会は、当面は一定の患者一部負担割合を維持することとするが、小児や低所
得者にじゆうぶん配慮し、財政影響も勘案しつつ、できるだけ引き下げる方向で検討する。当面の
提案は次のとおりである。

患者一部負担割合についての日本医師会の提案

● 原則として、一般2割、高齢者1割とする。
現在、一般は3割であるが、所得格差による受診抑制が生じないよう、財政影響を勘案しつつ、で

きる限り引き下げる。高齢者を何歳以上と定義するかについては、今後の議論を踏まえて判断する。

● 低所得者の一部負担割合は軽減する。

● Jヽ児 (中学校卒業まで)は無料とする。

● 高額療養費の上限についても、財政影響を勘案しつつ、できる限り引き下げる。

未収金の問題

現在、医療機関においては、未収金が大きな負担になつている。窓口負担をなくし、医療機関が全
額を保険者に請求できるようにすべきである。この場合、保険者は被保険者が医療機関を受診した
際には、被保険者に対して、毎月の保険料に加えて患者一部負担金相当分を請求することとする。
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|      _    先進国の患者一部負担割合           |

一般開業医を受診 したときの患者一部負担の概要

2008年 4月 以降、法律上2割負担であるが、
現在は1割負担に据置き

↓
薬剤の一部負担はある

義務教育
就学前

義務教育
就学後
～69歳

70～ 74 75歳
歳   以上 イタリア

日本

フランス

ドイツ

フランス ドイッ イギリス

日本

70歳以上の現役並み所得者は3割負担
・高額療養費制度があるので、実際にはここに示した割合より低い。
外来自己負担3割だが、これを補壇する補足疾病保険が発達(共済組合形式、国民の8割が加入)。

外来は同一疾病につき四半期ごとに10ユーロ.入院は1日 につき10ユーロ
薬剤は定率1割 負担

1ユーロ=112円 (2011年 8月 4日 現在)。

拿●考資料:厚生労働省「世界の厚生労働(2009〉 _2007～ 2003年 海外情勢報告」
厚生労働省「主要国の医療保険制度J    hゅ //WIW mh■ go● /bunya/iryouhok● n/ゥouhokenl1/い Oox h柿 |

日本医師会 民間病院ドイツ医療 福祉調査固報告書「薔迷するドイツ医療―日本型を極めて世界のモデルヘー」2010年 3月

５４
１
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財源 ―公的医療保険における公費負担割合一

日本医師会はこれまで、高齢者の医療保険制度において医療費の9割を公費で負担

することを主張してきた。今回は、公的医療保険制度の全国一本化を提案しており、一

般と高齢者はひとつの保険に加入することになる。その場合にも、制度全体に対してよ
り手厚く公費を投入し、高齢者、さらには低所得者の負担をできるだけ少なくしていくべき
と考える。

公費負担割合の引き上げは、管理医療につながり、医療費の抑制が強化されるので
はないかとの指摘がある。

しかし、国家財源により、原則無料で医療を受けることができるイギリスの公的医療
サービスであるNHS(NaJonal Heatth SeⅣ ice)に対しては、1997年に誕生したブレア
政権(1997～ 2007年 )が、医療費削減政策と訣別し、医療支出をそれまでの2倍以上に
引き上げた。

また日本では、医療費に対する国庫支出割合は現在4分の1に過ぎないが、それでも
医療費は、国庫支出を少なくするため、厳しく抑制されてきた。今後も、医療給付費に対
する公費負担割合の大きさに関わりなく、財務省は医療費を抑制しつづけるであろう。

したがって、公費負担割合を引き上げなければ医療費の抑制が緩和されると考えるこ
とはできない。日本医師会は、医療費抑制を懸念するあまり、公費負担割合を引き上げ
ないという考え方はとらず、医療費抑制については、これからも徹底的に阻止していく。

社団法人 日本医師会
６４

１
日

財源 一公的医療保険を支える財源―(1/2)

日本医師会は、公的医療保険を支える財源として、保険料改革、消費税改革、国の歳
出改革を、同時並行で行なうことをあらためて提案する。日本医師会は公的医療保険制

度の全国一本化を提案しており、保険料改革や国の歳出改革によつてもたらされる財源
は一本化までの間の財政調整財源、消費税改革等による財源は長期的な安定的財源と

して期待される。

1.保険料改革

保険者間の財政調整財源とするため、保険料率等を見直し、保険料収入の増収を図る。

①被用者保険の保険料率を、もつとも保険料率の高い協会けんぱの水準に引き上げる。

②国民健康保険の賦課限度額、被用者保険の標準報酬月額の上限を引き上げ、高額
所得者に応分の負担を求める。一方、低所得者や高齢者の負担軽減に配慮する。

社団法人 日本医師会
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財源一公的医療保険を支える財源―(2/2)

2.消費税などの改革

公的医療保険の持続性を高めるためには、安定的な税財源が不可欠である。日本医

師会は、安定的財源の重要な選択肢のひとつである消費税についても、検討を行なって
いく。

3.国の歳出改革

特別会計の見直し、独立行政法人の見直し、公務員制度改革の徹底など、歳出改革

を継続していく必要がある。

社団法人 日本医師会 18

消費税を検討するにあたっての課題(1/3)

第一に、控除対象外消費税の問題である。

医療機関の収入である社会保険診療は非課税であり、患者から消費税を徴収しない。一方で、
医療機関は社会保険診療のための医薬品などの仕入れや、医療機器などの設備投資に対して消
費税を支払つている。自由診療のように課税されていれば、患者から預かった消費税から、仕入れ
にかかつた消費税を差し引いた額を納付または還付する仕組みとなるため、医療機関に消費税負
担は生じない。しかし、社会保険診療は非課税のため、仕入れにかかった消費税は、医療機関の

負担 (控除対象外消費税 )となる。

日本医師会の調査によれば、医療機関が負担している控除対象外消費税は、社会保険診療収
入の222%であった。厚生労働省は、過去に診療報酬153%(1989年度改定0.76%、 1997年 度
改定077%)を上乗せし、これで解決済みとの姿勢を示しているが、当時の診療報酬項目は、その

後の廃止、見直しを経て、既に多くの項目で検証不可能な状況になつている。患者負担が発生し

ないような形で、早急に控除対象外消費税の解消を図るべきである。

社団法人 日本医師会 19



消費税を検討するにあたっての課題(2/3)
第二に、現在も、消費税収 (国分)は、国の一般会計の予算総則で、基礎年金、後期高齢者医療、

介護の国庫負担に充てられることになつている。2010年度の必要費用は166兆 円、消費税収 (国

分)は68兆円であり、不足分は、消費税以外の税財源や国債を発行してまかなわれている。

今後、消費税率をかなり引き上げない限り、不足分は埋まらないが、不足分にはどのような財源
を充てるのか、また年金、医療、介護に対して、それぞれどのように消費税収を配分していくのか
について、しつかりと国民的合意を得る必要がある。

消費税収を充当すべき費用

0介護

|■
後期高齢

1 者医療

.□
基礎年金

|

ネ国の予算書 決算■から作成。四措五入差があるため内訳と合IIが 合わないところがある。

狂団71入 日種 帥芸 ―J  20

消費税を検討するにあたつての課題(3/3)
第二に、消費税収のうち国分は564%で、地方分が436%である。
日本医師会は、公的医療保険制度の全国一本化を提案しており、消費税率引き上げ分の増収額

のうち、医療に充当する部分は、国分の収入とすることを想定している。

しかし、地方分権化の流れの中で、地域主体で行なわれる福祉政策などもある。仮に消費税率を
引き上げる場合、社会保障において国と地方がどのような役割を担うのかもあわせて検討する必要
がある。

消費税の国と地方の配分

消費税率 5%/消 費税収 120兆円 (2010年度当初予算)

消費税 (国 税)4%96兆 円
地方消費税

(地方税 )

191

24兆円目 282%(4%X705%)/03兆 円

地方交付税

118%
(496X295%)

28兆 円

国 分 282%(全体の504%)/68兆円

消費税率1%は136兆 円

地方分

213%(全体の436%)/53兆円

消費税率196は 105兆円

。四捨五入姜があるあるため内限と合計が一致しないところがある

社団法人 日本医師会
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(参考)国民負担率の内訳の国際比較

安定的財源としての消費税収

日本医師会が提案する公的医療保険制度の全国一本化までの間は、保険料改革による財政調
整を強化するが、その間も、また―本化後の持続性を高めるためにも、安定的財源は不可欠である。

日本は主要国 (除アメリカ)に比べると、国民負担率が低い。国民に対し、あるべき社会保障の姿を
示すとともに、負担の現状の理解を得て、負担のあり方を緊急的に議論していかなければならない。
特に日本は、主要国に比べて、租税負担率が低い。

日本医師会は、国の歳出改革を継続しつつ、安定的財源として、消費税その他の税収について検
討を具体化すべきと考える。

(%, 国民負担率の内訳の国際比較

300

社団法人 日本医師会 22



資 2

公的医療保険を支える財源について

民主党社会保障と税の一体改革調査会・税制調査会合同総会

2011年 12月 15日

社団法人 日本医師会

「グランドデザイン2009」
2009年2月

2009年2月 に日本医師会が発表した「グランドデザイン2009」では、
公的医療保険を支える財源として、

① 消費税などの新たな財源の検討

② 特別会計などの支出の見直しの継続

③ 公的医療保険の保険料の見直し(保険料上限の見直し、保険料率
の公平化、保険者間の財政調整)

の3本柱を提案した。

公的医療保険を支える財源

社回法人 日本医師会



日本医師会 国民の安心を約束する医療保険制度
2010年 11月 2日

2010年 11月 に公表した「国民の安心を約束する医療保険制度」において、日本医師

会は、公的医療保険を支える財源として、保険料改革、消費税改革、国の歳出改革を、
同時並行で行なうことをあらためて提案した。
日本医師会は公的医療保険制度の全国一本化を提案しており、保険料改革や国の

歳出改革によつてもたらされる財源は一本化までの間の財政調整財源、消費税改革等
による財源は長期的な安定的財源として期待される。

消費税などの改革
公的医療保険の持続性を高めるためには、安定的な税財源が不可欠である。日本医

師会は、安定的財源の重要な選択肢のひとつである消費税についても、検討を行なつ
ていく。

公的医療保険を支える財源

社団法人 日本医師会 2

控除対象外消費税

日本医師会は、安定的財源を確保するため、消費税率の見直しも必要である
と考えている。ただし、その場合には、控除対象外消費税の見直しが最優先で
ある。
社会保険診療は非課税であるが、医薬品の仕入れや医療機器などの購入に

は消費税がかかり、医療機関が負担 (控除対象外消費税)している。
厚生労働省は、過去に診療報酬に1.53%を上乗せし、解決済みとしてきたが、

日本医師会の調査によれば控除対象外消費税は収入の2.22%を 占めている。

医療機関の控除対象外消費税―社会保険診察収益に占める割合―

(2007年 )

一 日本医師会調査 ―

22296

過去に診療報酬で補てんしたとされている部分

薬価・特定保険医療材料料
1.196 岬林咄

153%

。出所 :日 嘔●■『洒■,の霙●●■ 綸彙輌告 (●■)J2000年4月

医薬品・材料から生じる部分
1.1296

設備投資

から生じる部分
03596

その他
07496

社団法人 日本医師会 3



保険料の見直しについて
一 日本医師会の提言 ― ¬

公的医療保険の財源は、公費と保険料に求めるべきです。
保険料の見直しについて、日本医師会は次のように提言します。

被用者保険の保険料率を、もっとも保険料率の高い協会けんぱ

の水準に引き上げ、公平化すること。

2国民健康保険の賦課限度額、被用者保険の標準報酬月額の

上限を引き上げ、高額所得者に応分の負担を求めること。

3低所得者や高齢者の負担軽減に配慮すること。

4日本医師会は公的医療保険の全国一本化を提案しているとこ

ろであるが、それまでの間、保険料の見直しを通じて確保した財

源によつて、保険者の財政調整、特に財政基盤の弱い保険者を

支援すること。

社団法人 日本医師会 4

| 公的医療保険の全国一本化に向けての道筋

これまで財源面からの一元化については各方面で検討が行なわれてきたが、財政調整面で抜本

的な解決を見出すことは困難であり、いずれかの制度に雛寄せされ、「皆保険」としての納得感が

得られなかった。そこで、日本医師会は、公的医療保険制度の全国一本化を提案する。

現 行 LEll憂≡)|■Ⅲl)壺纏〉

団
地域保険

(都道府県単位 )

[□

IE≡≡墨董ξ可

‖国 職域保険

(都道府県単位 )

||三ヽ
l■ 回法 人 日本 医師会 5



保険料改革による増収額

改革の内容 増収額

被用者保険

被用者保険の保険料率を、もっと

も保険料率の高い協会けんぽの
水準(9500%。 )に引き上げた場合

約1兆8,000億円

被用者保険の標準報酬月額の上

限をなくし、年収比例にした場合 約35億円

国民健康

保険

国民健康保険の賦課限度額を
100万円に引き上げた場合 (現行
は63万円)

約1,400億 円

国民健康保険の保険料を所得に

比例させた場合 約2,300億円

合計 約2兆 1,000億 円

社団法人 日本医師会 6

被用者保険 保険者別の保険料率

被用者保険の保険料率には大きな格差がある。大企業が組織し平均給与の
高い組合健保や、事業主負担にかわつて公費負担のある公務員などの保険
料率を、中小企業の社員が加入する協会けんぽの保険料率にあわせ公平化
すべきである。

(%。 )

10000

8000

6000
(2011年 度 )

協会けんぽ×
'

(2011年 度)

組合健保

(20094千 泥電)

国家公務員

(2009年度 )

地方公務員

(2010年度 )

私学教職員等

※)協会けんぽは都道府県男1保険料率の単純平均

・出所:全国健康保険協会「平成23年座の保曖料率」2011年 2月 10日

健康保険組合連合会「平成23年 度颯保組合予●早期集計結果の概要」2011年 4月 21日

財務省「平成21年 度国家公務■夫済組合事彙続計年報」2011年 3月

地方公務員夫書 l■合協議会「平成21年 度地方公務員共済網合等事業年報J2011年 3月

日本私立学執楓興 共済事業団「平成22年度私学丼済制度●葉統計J2011年 3月 31日

被用者保険 保険者別の保険料率

社団法人 日本医師会
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保険料率の引き上げ幅と増収額

協会けんぽ以外の保険料率を1%o引き上げた時の保険料収入の増収額は1,047億 円
である。5%。引き上げた時は5,236億円、10%。引き上げた時は1兆471億 円と試算される。

社団法人 日本医師会 8

協会けんぼ以外の保険料率を引き上げた時の増収額
(億円)

18,000

16000

14,000

12.000

10,000

8000

6.000

4.000

2.000 11047

0

15   (‰ )

(参考)保険料改革 ―被用者保険(1/2)一

1 被用者保険の保険料率を、もっとも保険料率の高い協会けんぽの水準
(9500%。 )に引き上げた場合

約1兆8,000億円の増収

保険料

(億円)

現 状 見直し 見直し後保険料

(億円)

協会健保 72,549 9500 9500 72.549

組合健保 62.124 7926 74,461

国家公務員

地方公務員

私学教職員

4フ 41

13135

1,944

6943

7949

6520

9500

9500

9500

6.487

15698

2,332

共 済組合計 19819 25017

合 計 154492 1,2027

増収 σ  175,墨 l
ン

,出 所

協会けんぼ :全国健康保険協会「平成23年度の保険料率」20,1年 2月 10日

健保組合 :儘康保険組合連合会「平成20年度健保ta合予算早期集計結果の機
=J2011年

4月 21日

国家公務員共済組合i財務4「 平成21年度国家公務■失済組合事業統ll年 ■J2011年 3月

地方公務員夫済組合:地方公務員共済組合撻議会「平成21年よ地方公務員夫済組合等事彙年報」2011年 3月

私学教職員等夫済組合,日本私立学校振興 共済事業国「平成22年度私学夫済制
=事

業統計J2011年 3月 31日

9社団法人 日本医師会



(参考)保険料改革 一被用者保険(2/2)一

2被用者保険の標準報酬月額の上限をなくし、年収比例にした場合

約35億円の増収

*出 所 :厚 生労働省「健康保険被保険者実態調査 平成22年 10月 J

国税庁「平成22年 民間給与実態統ll調査結果」2年を通して働務した給与所得者

社団法人 日本医師会
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被用者保険の保険料上限をなくした場合

総報酬2.000万円

以上の被保険者

(人 )

保険料上限

(万 円)

保険料総額

①

(億 円)

現行 (上 限あり) 2882 545

総報酬2000万 円

以上の被保険者

(人 )

年収2,000万円超

の所得者の 1人 当

たり給与所得

(万 円 )

保険料率

(96o)

保険料総額

(億 円 )

増収額

②―①

(億 円 )

年収比例にした場合 3261 一
卸ヽ

(参考)保険料改革 ―国民健康保険(1/2)―

3国民健康保険の賦課限度額を100万円に引き上げた場合 (現行は63万円)

約1,400億 円の増収

1賦課限度額を100万 円に引き上げた場合

世帯数

(万世帯)

賦 課

限度額

(万円 )

保険料

総額

(億 円)

増収額

(億 円)

ヽ

ノ

現行 (計算上) 388 630 2.444

賦課限度額引き上げ 388 1000 3.879 σ■435

社団法人 日本医師会
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(参考)保険料改革 一国民健康保険(2/2)一

4国民健康保険の保険料を所得に比例させた場合

約2,300億円の増収

世帯数

(万世帯)

1世帯当たり

保険料

(万 円)※ 3)

脚
鰊
ｍ

増収額

(億円)

現行 (計算上) 388 630 2,444

所得完全比例 388 1213 4,707 σ ttτ

※3)現行は賦課限度額
*出所 :厚生労働省「平成21年度 国民健康保険事業年報」「平成21年度 国民健康保険実態調査」
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